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序 策定方針 

 

１．都市計画マスタープランの概要 

都市計画マスタープランは、都市計画法第１８条の２に定める「市町村の都市計画に関する基本的な方針」

であり、市町村が定める都市計画（市町村が都市計画決定の権限を有するもの）について、都市の将来像、

土地利用、道路、公園、下水道、河川、市街地整備などの都市計画決定に関連する方針などを定めるもので

す。 

 

２．坂東市における策定の背景と必要性・策定意図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．基本的な前提 

（１）策定期間 

本市の都市計画マスタープランの策定期間は、２箇年（平成２５年度～平成２６年度）とします。 

 

（２）目標年次 

都市計画では長期的な目線で整備などを行うため、将来の目標をおおむね２０年後としています。このた

め、本市の都市計画マスタープランが目標とする年次は、平成４７年（２０３５年）とします。 

 

（３）策定体制 

本市の都市計画マスタープランの策定は、都市計画やまちづくりに関する意向調査などへの市民の参加を

得ながら、策定委員会を中心とする策定組織において検討しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【都市計画マスタープラン策定の背景と必要性】 

・都市計画法では、都市計画区域を有する市町村について策定が必要とされています。 

・旧岩井市と旧猿島町の合併前に策定されたマスタープランの一体化が必要です。 

・市が都市計画を決定する際は、都市計画マスタープランに位置づけてあることが望ましいです。 

・都市計画が定められてから長期間が経過し、社会経済情勢に変化が見られる場合、見直しが必

要です。 

【都市計画マスタープラン策定の意図】 

・本市における都市計画やまちづくりの方向性及び将来像を定めることで、今後は、これに基づ

いて整備、開発、保全を行うこととします。 

・土地利用や各種の都市施設のほか、市民生活、産業構造、都市交通、自然的環境などに関する

将来ビジョンを明らかにします。 

・都市計画やまちづくりに関わる社会的な課題として、環境問題、都市防災、バリアフリー、景

観形成、集約的な都市づくりなどに対する考え方を示す意図もあります。 

 

策定組織 
坂 

東 

市 

長 

ワーキング部会 

市民の参加 
 

・アンケート調査 

・市のホームページなどでの

広報 

・パブリックコメント 

・地域別の懇談会 

・計画書概要（パンフレット）

配布による周知 

など 

坂東市 
都市計画審議会 

茨 城 県 

幹事会（庁議組織活用） 

策定委員会 

反 
映 
・ 
整 
合 

諮 
問 
・ 
答 
申 

報告・調整 

諮 
問 
・ 
答 
申 

事務局 
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（４）策定項目と流れ 

本市の都市計画マスタープランは、つぎのような内容と流れとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

茨城県総合計画 

都市計画区域マスタープラン等 

坂東市総合計画 等 

１．前提条件と既往資料の整理 

 
２．各種現況と 

課題の整理 

２－１ 各種現況の整理 

２－２ 市民意向の把握 

２－３ まちづくりの課題の整理 

３－１ まちづくりの将来像の検討 

６．実現方策の検討 

坂東市の 

将来像の検討 

坂東市都市計画マスタ－プラン（案） 

坂東市都市計画マスタ－プラン 

 

 

 

 

 

策 

 

 

定 

 

 

委 

 

 

員 

 

 

会 

 

 

等 

都市計画審議会 

一
年
目 

 
 

平
成
二
五
年
度 

二
年
目 

 
 

平
成
二
六
年
度 

パブリックコメント 

 

 

 

３－２ 地域別懇談会で

の意向把握 

４．分野別方針の検討 ５．地域別将来像の検討 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．まちづくりの前提条件 

 





 －3－

１．まちづくりの前提条件 

 

１－１ 坂東市の概況 

 

（１）位置 

 

本市は、茨城県の南西部、東京から約４０ｋｍ、水戸から約７０ｋｍの距離に位置し、隣接する市町は、

東に常総市、北に古河市、八千代町、西に境町、南に利根川を挟んで千葉県野田市となっています。 
市の区域としては、東西約１２ｋｍ、南北約２０ｋｍ、総面積は１２３．１８ｋｍ２で、県土の約２％を

占めています。 
千葉県・埼玉県方面への茨城県の玄関口に位置し、市域のすべてが首都圏近郊整備地帯に指定され、先端

技術の集積するつくば市にも近接するなど、地理的優位性を持っています。 
首都圏中央連絡自動車道や国道３５４号岩井バイパスの整備などにより、広域交通体系が整いつつありま

す。そして、周辺のつくば市、野田市への通勤・通学などで関わりが強いほか、つくばエクスプレス守谷駅

の利用が多い状況にあります。 
 

坂東市の位置 
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（２）地勢 
 

本市は、坂東太郎との異名を持つ利根川の流域にあって、豊かな自然環境に恵まれています。市内には、

飯沼川、西仁連川などの河川が流れ、その周辺には広大な水田が広がっています。 
利根川に沿って広がる平坦な猿島台地には畑地と平地林が広がり、市南部には、首都圏では貴重な野鳥や

昆虫、多様な生態系を育む菅生沼があります。 
春は逆井城跡公園や八坂公園の桜、夏は平地林の色濃い緑、秋には飯沼川沿いの稲穂の実り、冬には菅生

沼に飛来するコハクチョウなど、四季折々の自然豊かな景観も見ることができます。 
気候は、太平洋型で、年平均気温は１４．６度、年間降水量は１，０５８ｍｍと比較的温暖な地域となっ

ています。 
 

（３）沿革 

 

①旧岩井市 
昭和３０年３月１日に１町７村（岩井町、弓馬田村、飯島村、神大実村、七郷村、中川村、長須村、七重

村）が合併して、「岩井町」となりました。その後、昭和３３年の芽吹大橋の開通を契機とした工場誘致な

どの影響を受け、経済・社会・文化等がめざましく発展するなかで、諸機能の集積も進み、昭和４１年には

首都圏近郊整備地帯の指定を受け、昭和４７年４月１日には県下１８番目の市制を施行しました。 
 

②旧猿島町 
昭和３０年２月１日に生子菅村と逆井山村が合併し、富里村となりました。その後、昭和３１年４月１日

に沓掛町と富里村が合併し、富里町が誕生、同日「猿島町」に名称変更しました。さらに、翌３２年には石

下町の孫兵衛新田、左平太新田、栗山新田の一部を編入しました。 
 

③坂東市 
平成１４年５月に古河市、岩井市並びに猿島郡５町（総和町、五霞町、三和町、猿島町、境町）の市町長、

議会議長等で構成する「猿島地域市町合併懇話会」が設置されたことで合併の協議が開始されました。 
その後、平成１４年８月から９月にかけて、岩井市、猿島町、境町の各議会において合併推進に関する特

別委員会が設置され、合併に関する協議・検討が進んできました。 
平成１６年に境町が離脱し、岩井市と猿島町による１市１町の協議が進められました。 
そして、平成１７年３月２２日、合併特例法に基づき岩井市と猿島町が合併して「坂東市」が誕生し、現

在に至っています。 
 
 

利根川上空からの風景 
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１－２ 人口・世帯数 

 
（１）人口・世帯数の推移 

 
本市の平成２２年時点での人口 

は５６，１１４人、世帯数は１６， 
７６３世帯、一世帯あたり人員数 
は３．３５人となっています。人 
口は、昭和５０年から平成７年ま 
で増加傾向にありましたが、平成 
７年に５９，７３８人となった以 
降は微減傾向に転じています。 
また、世帯数は、毎年増加傾向 

にありますが、一世帯あたりの人 
員は減少傾向にあります。茨城県 
平均の一世帯あたりの人員数（平 
成２２年）が２．６８人なのに対 
して、本市は３．３５人であるこ 
とから、茨城県平均より多い人数 
となっています。しかし、世帯数 
は増加しているものの、人口全体 
としては減少傾向に転じており、少子高齢化の進行に伴って、今後も人口減少が続くものと想定されます。 
 
 

（２）年齢別人口の推移 

 
本市の年少人口は、人口全体に

占める割合として、昭和５０年に

２４．９％となった以降は減少傾

向にあります。生産年齢人口は、

多少の微増減はあるものの、昭和

５０年から平成２２年までほぼ同

じ割合を維持しています。老年人

口は、昭和５０年の８．９％から

平成２２年に２２．２％となり、

約２．５倍に増加しており、全体

として少子高齢化が進行している

といえます。また、平成２２年の

茨城県平均は、年少人口が約１３．

５％、生産年齢人口が約６４．０％、

老年人口が約２２．５％であり、

本市の構成は、県平均と同様の傾

向を示しています。 
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年齢３区分別人口推移 

資料：国勢調査 

（※年齢不詳があるため、年齢区分別人口の計は、総人口と一致しない場合がある） 

資料：国勢調査 
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（３）人口動態 

 
本市の人口動態について平成元年以降の自然動態では、平成２年に２１０人の増加となっていましたが、

平成１５年以降は継続して出生数が死亡数を下回りマイナス値に転じています。また、社会動態では、平成

３年に３１５人の増加となっていましたが、平成１３年以降は継続的に転入数が転出数を下回る転出超過と

なっています。 
本市全体の人口動態として自然動態と社会動態を合わせてみると、平成３年に４６４人の増加となってい

ましたが、平成１３年以降は継続的にマイナス値で推移しており、少子化による自然動態の減少と転出超過

による社会動態の減少が重なり、本市全体の人口減少につながっているといえます。 
 
人口動態の推移 

 年次 自然動態 
  

社会動態 
  総動態 

（増減総数） 出生 死亡 転入者数 転出者数 

平成元年 １８６ ６０２ ４１６ ４４ １，６４４ １，６００ ２３０ 

平成２年 ２１０ ６０６ ３９６ ６ １，６４９ １，６４３ ２１６ 

平成３年 １４９ ５８９ ４４０ ３１５ １，９６１ １，６４６ ４６４ 

平成４年 １６０ ５９８ ４３８ １０３ １，８７４ １，７７１ ２６３ 

平成５年 １３６ ６０２ ４６６ －４２ １，７３８ １，７８０ ９４ 

平成６年 １６９ ６４０ ４７１ ２９ １，８７８ １，８４９ １９８ 

平成７年 ５３ ５２９ ４７６ ２ １，８４７ １，８４５ ５５ 

平成８年 ７５ ５５９ ４８４ －１９５ １，８３７ ２，０３２ －１２０ 

平成９年 ３５ ５７１ ５３６ １５４ ２，０５７ １，９０３ １８９ 

平成１０年 ２５ ５７１ ５４６ ３４ ２，０１９ １，９８５ ５９ 

平成１１年 －１０ ５４５ ５５５ －２６５ １，８０７ ２，０７２ －２７５ 

平成１２年 ３５ ５５１ ５１６ ８３ ２，０７９ １，９９６ １１８ 

平成１３年 １９ ５６０ ５４１ －２７０ ２，０３４ ２，３０４ －２５１ 

平成１４年 ２９ ５４０ ５１１ －３７８ １，８５８ ２，２３６ －３４９ 

平成１５年 －３ ５２５ ５２８ －５８ ２，０４７ ２，１０５ －６１ 

平成１６年 －４１ ５００ ５４１ －１５３ １，９６５ ２，１１８ －１９４ 

平成１７年 －１４６ ４４４ ５９０ －７１ １，８５４ １，９２５ －２１７ 

平成１８年 －７２ ４８６ ５５８ －７４ １，９６２ ２，０３６ －１４６ 

平成１９年 －５６ ４８１ ５３７ －１４８ １，８６６ ２，０１４ －２０４ 

平成２０年 －２４ ５０３ ５２７ －１２５ １，６９１ １，８１６ －１４９ 

平成２１年 －２０３ ４３９ ６４２ －３１７ １，５９２ １，９０９ －５２０ 

平成２２年 －１７９ ４３５ ６１４ －１５７ １，６１４ １，７７１ －３３６ 

平成２３年 －１７４ ４３１ ６０５ －２５９ １，５８５ １，８４４ －４３３ 

平成２４年 －１７７ ４３１ ６０８ ６２ １，８０３ １，７４１ －１１５ 

平成２５年 －１７２ ４２０ ５９２ －２０５ １，４９３ １，６９８ －３７７ 

資料：茨城県常住人口調査 
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25.9%
7,722人

38.2%
10,544人

40.1%
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昭和６０年 平成２年 平成７年 平成１２年 平成１７年 平成２２年

第1次産業 第2次産業 第3次産業

29,857人　　　　　31,321人　　　　　31,849人　　　　　31,876人　　　　　30,202人　　　　　27,600人

１－３ 産業 

 
（１）産業構造（就業構造） 

 

本市の就業者の動向は、昭和６０年の２９，８５７人から平成１２年の３１，８７６人まで増加傾向にあ

りましたが、平成１７年以降は減少傾向にあります。 
第１次産業の就業者数は、昭和６０年に７，７２２人となった以降は平成２２年の３，０７７人と半数以

下となり、本市での第１次産業の就業者は大幅に減少したといえます。 
第２次産業の就業者数は、平成７年に１３，９５３人となった以降は平成２２年の１０，５４４人まで減

少傾向にあります。就業者に占める割合としては、４０％前後を推移しています。 
第３次産業の就業者数は、昭和６０年の１０，３５７人から平成２２年の１３，９７９人まで増加傾向に

あります。就業者に占める割合を昭和６０年と平成２２年について比較すると、約１．５倍になっており、

本市の就業者は第３次産業に就業する割合が高くなっています。 
一方、平成２２年の茨城県平均は、第１次産業が約６．２％、第２次産業が約２５．６％、第３次産業が

約６４．１％であり、本市の産業別人口は、第１次、第２次産業は県平均より高く、第３次産業は県平均よ

り低い構成となっています。 
 
 

産業構造の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

※分類不能の産業を除く 
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5,253
4,975

4,642

4,209

3,712

3,341

（２）農業 

 
本市の農家数は、昭和６０年に５，２５３戸となった以降は平成２２年の３，３４１戸まで減少傾向にあ

ります。 
農家数を専兼別にみると、昭和６０年に農業所得のみの専業農家が６９９戸、農業所得が主な第１種兼業

農家が１，２６６戸、農業以外の所得が主な第２種兼業農家が２，４５６戸となった以降は減少傾向にあり、

平成２２年では、専業農家５０９戸、第１種兼業農家５３２戸、第２種兼業農家１，２９９戸となっていま

す。 
本市の耕作放棄地は、昭和６０年では８ｈａでしたが、それ以降増加傾向となり、平成２２年では７０１

ｈａと、昭和６０年の約８７倍となっています。農家数が減少傾向であることなどが要因で、耕作放棄地が

増加していると考えられます。 
 
 

農家数と耕作放棄地の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：茨城県農林水産統計年報 
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（３）工業 

 
本市の工業従業者の推移は、従業者数が平成３年に７，９５４人となった以降は増減がありますが、おお

むね減少傾向にあります。また、事業所数も平成３年に３２４所となった以降は同様の傾向がです。 
本市には、「つくばハイテクパークいわい」と「沓掛工業団地」の２つの工業団地が整備されており、そ

れぞれ製造業事業所数は９所、２所、従業員数は１，５８０人、３５人となっています。さらに、半谷・冨

田地区における工業団地造成事業（７３．７ｈａ）が都市計画決定され、平成２５年１２月に事業認可を受

け、事業に着手しており、今後、さらなる産業発展が期待されます。 
 

工業団地の状況 

 つくばハイテクパークいわい 沓掛工業団地 

所在地 坂東市 幸神平 坂東市 沓掛 

事業主体 茨城県 （財）茨城県開発公社 

分譲期間 平成７年１２月～ 昭和５７年４月～昭和６０年８月 

団地面積（ha） ８５．２ １４．９ 

企業数（件） １４ ５  

工場用地（ha） ６２．４ １０．９ 

分譲済面積（ha） ５７．８ １０．９ 

製造業事業所数（所） ９ ２ 

従業員数（人） １，５８０ ３５ 

資料：経済センサス－活動調査(平成２４年)、 

特定事業推進課 

 

（４）商業 

 
本市の商業について、従業者数は平成１１年に３，６３０人で、商店数は昭和６３年に８９４店となった

以降は以降減少傾向にあります。 
年間販売額は、昭和６３年から平成１１年まで増減はあるものの増加傾向にありましたが、平成１４年に

平成１１年の約２／３となった後、平成１９年まで増加傾向となっています。 
 

従業者数・商店数・年間販売額の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：商業統計調査 
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１－４ 土地利用 

 
（１）土地利用の状況 

 
平成２６年における本市の土地利用は、総面積１２，３１８ｈａのうち、田が約１８％、畑が約３１％、

宅地が約１４％、山林、原野、雑種地を合わせて約１７％、その他が約２０％という構成になっています。

また、農地や山林の減少に伴い、宅地は微増減はありますが、平成２６年までおおむね増加傾向にあります。 
 

土地利用状況（平成２６年） 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

資料：固定資産概要調書 

 

 

猿島地域の風景 

田
18.0%

2,218ha

畑
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雑種地
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１－５ 生活行動 

 
（１）買い物の場所 

 
本市内で買い物をする人の割合（以下、

「吸収率」という。）は、約９３％となっ

ており、そのうち市内からの吸収率は約

６１％となっています。 
他市町からの吸収率では、隣接する境

町や常総市からの吸収率が高いことが分

かります。食料品・日用品が約４０％で

トップ、リビング品は約３％の吸収率で

あり、他市町が本市を主な依存先として

いないといえます。 
また、市民の流出先は、近隣都市の守

谷市やつくば市、隣接する千葉県など、

大規模商業店舗が立地する地域に多く流

出しています。 
 

 

 

 

 

資料：茨城県生活行動圏調査 （財）常陽地域研究センター（平成２５年） 

 

（２）余暇活動の場所 

 
本市内で余暇活動を行う人の割合

（以下、「余暇圏吸収率」という。）は、

約１１８％で、特にスポーツが約１８

１％と非常に高い比率となっています。

次に家族連れの外食が多く約１２６％

と続きます。市民の動向としては、ア

ウトドアライフ以外の項目で、約７割

の市民が市内で余暇を楽しんでいるこ

とが分かります。 
他市町からの余暇圏吸収率は、買い

物の場所と同様に隣接する境町や常総

市との関係が深くなっていますが、３

０％以下となっており、他市町が本市

を主の流出・依存先としていないとい

えます。 
流出先は、買い物の場所と同様に近

隣都市である守谷市やつくば市、隣接

県である千葉県や東京都などに多く流

出しています。 
資料：茨城県生活行動圏調査 （財）常陽地域研究センター（平成２５年） 
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１－６ 都市計画及び都市整備状況 

 

（１）都市計画区域及び土地利用の状況 

 
本市は、五霞町、境町と共に岩井・境都市計画区域に属しており、市街化区域と市街化調整区域の区分（線

引き）を行っています。都市計画区域は、行政区域の全域で１２，３１８．０ｈａ、市街化区域面積７５３．

４ｈａ、市街化調整区域は１１，５６４．６ｈａとなっています。都市計画区域では、自然的土地利用８，

７１８．９ｈａ、都市的土地利用３，５９９．１ｈａとなっています。 
また、市街化区域内の都市的未利用地は、１５４．７ｈａであり、新たに市街化区域になった半谷・冨田

地区に都市的未利用地はないと仮定した場合、市街化区域に占める割合は、２０．５％となっています。 
 

（２）地域地区 

 
①用途地域 

 

本市の住居系用途地域は、第一種低層住居専用地域１６９．８ｈａ、第一種中高層住居専用地域８１．７

ｈａ、第一種住居地域１０１．５ｈａ、第二種住居地域７８．７ｈａとなっており、合計で４３１．７ｈａ、

市街化区域に占める割合は、５７．３％です。商業系用途地域は、近隣商業地域１５．８ｈａ、商業地域１

２．０ｈａとなっており、合計で２７．８ｈａ、市街化区域に占める割合は、３．７％です。工業系用途地

域は、準工業地域が１４．０ｈａ、工業地域が１１２．２ｈａ、工業専用地域１６７．７ｈａとなっており、

合計で２９３．９ｈａ、市街化区域に占める割合は、３９．０％です。住・商・工の構成で見ると、住居系

が５７．３％、商業系が３．７％、工業系が３９．０％となっています。 
 

用途地域 

区分 面積（ｈａ） 建ぺい率 容積率 

都市計画区域 １２,３１８.０ － － 

 市街化区域 ７５３.４ － － 

 第一種低層住居専用地域 １６９.８ ４０％ ８０％ 

第一種中高層住居専用地域 ８１.７ ６０％ ２００％ 

第一種住居地域 １０１.５ ６０％ ２００％ 

第二種住居地域 ７８.７ ６０％ ２００％ 

住居系小計 

市街化区域に占める割合 

４３１.７ 

５７.３％ 
－ － 

近隣商業地域 １５.８ ８０％ ２００％ 

商業地域 １２.０ ８０％ ４００％ 

商業系小計 

市街化区域に占める割合 

２７.８ 

３.７％ 
－ － 

準工業地域 １４.０ ６０％ ２００％ 

工業地域 １１２.２ ６０％ ２００％ 

工業専用地域 １６７.７ ６０％ ２００％ 

工業系小計 

市街化区域に占める割合 

２９３.９ 

３９.０％ 
－ － 

市街化調整区域 １１,５６４.６ ６０％ ２００％ 

資料：都市整備課資料を基本に半谷・冨田地区における変更を追加（平成２５年１０月時点） 
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②準防火地域 

商業地域全域に準防火地域が指定されています。 

 

準防火地域 

地区名 面積（ha） 計画決定告示日（年月日） 

本町・仲町・新町地区 １２．０ Ｈ４．２．１３ 

資料：都市計画基礎調査（平成２３年度） 

 
③生産緑地地区 

生産緑地地区が、５５地区、１２．９ｈａ指定されています。 

 

生産緑地地区 

地区数 面積（ha） 当初決定年月日 最終変更年月日 

５５ １２．９ Ｈ４．１０．２２ Ｈ２６．６．６ 

資料：都市整備課 

 

（３）地区計画 

 

本市における地区計画は、４地区指定されています。 
 

地区計画の状況 

地区名 
面積 

（ｈａ） 
地区の概要 

地区整備計画等の内容 建築 

条例

の 

有無 

決定・制定 

締結年月日 
地区 

施設 

建築物に 

関する事項 

新道地区 ３．９ 近隣商業地域 - 用途、意匠 無 Ｈ１１．８．１２ 

本町・仲町・ 

新町地区 
１２．０ 商業地域 

道路、ポ
ケット
パーク、
駐車場 

用途、外壁の位置、意匠 無 Ｈ４．２．１３ 

辺田地区 ３９．５ 

第一種低層住居専用地域 

第一種中高層住居専用地域 

第二種住居地域 

道路 用途、敷地面積の最低限度 無 Ｈ２２．４．８ 

馬立・幸田 

地区 
６６．７ 

市街化調整区域内における 

既存工場等立地・集積地 
道路 

用途、容積率・建ぺい率の

最高限度、敷地面積の最低

限度、外壁の位置、高さの

最高限度、緑地の保全 

無 Ｈ２５．１２．１６ 

資料：都市計画基礎調査（平成２３年度）を基本に馬立・幸田地区における決定を追加（平成２５年１２月時点） 

 

（４）区域指定 

 

本市における区域指定は、１１号区域が７地区、１２号区域が２０地区指定されています。 
１１号区域とは、市街化区域に隣接又は近接し、市街化区域と一体的な日常生活圏を構成していると認め

られる地域であって概ね５０以上の建築物が連たんしている地域のうち坂東市条例で指定する区域で、１２

号区域とは、開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、政令で定める基準に従い、

坂東市条例で指定する区域です。 

 
区域指定の状況 

区分 地区数 面積（ha） 当初指定年月日 

区域指定１１号区域 ７ ２００．３ Ｈ１６．６．１７ 

区域指定１２号区域 ２０ ６７５．９ Ｈ１６．６．１７ 
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（５）農業振興地域及び農用地 

 
本市の基幹産業である農業を振興するために、行政区域１２，３１８ｈａのうち市街化区域７５３ｈａ、

工業・文化・レクリエーション区域など１９０ｈａ、ゴルフ場２０７ｈａを除く１１，１６８ｈａに農業振

興地域が指定されており、行政区域の９０．７％を占めています。 
そのうち、農用地区域は、３，９５１ｈａで、農業振興地域面積の３５．４％、農用地区域以外は約７，

２１７ｈａで、農業振興地域面積の６４．６％となっています。 
 

農業振興地域の状況 

区分 
面積 

（ｈａ） 

行政区域に対する 

構成比 

農業振興地域 

面積内訳の構成比 

行政区域 １２,３１８ １００．０％ － 

農業振興地域面積 １１,１６８ ９０．７％ １００．０％ 

  

農用地区

域 

田 ２，０６４ 

－ ３５．４％ 

畑 １，８８１ 

樹園地 ０ 

その他 ６ 

小計 ３，９５１ 

農用地区域以外 ７，２１７ － ６４．６％ 

資料：農政課（平成２６年４月１日時点） 

 

 

（６）その他の土地利用規制 

 

本市のその他の土地利用規制としては、近郊緑地保全区域、自然環境保全地域、河川保全区域、土砂災害

特別警戒区域、土砂災害警戒区域が指定されています。 
また、菅生沼周辺の良好な自然環境を保全するため、「坂東市菅生沼自然景観保全条例」に基づく区域が

指定されています。 
 

土地利用規制 

区分 名称等 
面積 

（ｈａ） 

うち市街化区域 

（ｈａ） 

当初指定 

年月日 

近郊緑地保全区域 利根川・菅生沼 ７４９．０ ０．０ Ｓ４８．６．２０ 

自然環境保全地域 菅生沼 １６３．９ ０．０ Ｓ５０．１２．２３ 

緑地環境保全地域 
中矢作 

逆井城跡 

０．９３ 

２．５８ 

０．０ 

０．０ 

Ｓ４９．３．３０ 

Ｓ６３．５．２３ 

河川保全区域 利根川水系 ２６．６ ０．０ Ｓ３８．４ 

土砂災害特別警戒区域 

神大実、七郷、

中川、七重地区

の一部 

－ － Ｈ２３．４．７ 

土砂災害警戒区域 

神大実、七郷、

中川、七重地区

の一部 

－ － Ｈ２３．４．７ 

坂東市菅生沼 

自然景観保全条例 
菅生沼周辺 １１９．２ － Ｈ２７．１．１施行 

鳥獣保護区特別地区 

（鳥獣保護区特別保護区域） 
菅生沼 １７７ ０．０ Ｈ２６．１１．１ 

資料：都市計画基礎調査（平成２３年度）を基本に修正 

 



 －15－

（７）道路・交通 

 

①都市計画道路の状況 

 

本市の都市計画道路は、１６路線（延長４９，２００ｍ）が都市計画決定されています。 
整備状況としては、３路線が完成しており、他の１３路線は未整備または未完成となっています。 

 
都市計画道路の状況 

番号 名称 位置 事業主体 
幅員 

（ｍ） 

延長（ｍ） 

計画 

総延長 

改良済 

(完成) 

改良済 

(暫定) 

1・3・2 首都圏中央連絡自動車道線 菅谷～勘助新田 国土交通省 25.0 10,160 0 0 

3・4・4 辺田・上出島線 辺田～上出島 坂東市 16.0 5,320 3,670 0 

3・4・5 辺田本町線 辺田～岩井 茨城県 16.0 3,060 1,070 0 

3・4・6 長谷八幡線 長谷～岩井 坂東市 16.0 2,150 2,150 0 

3・5・7 篠山藤田線 岩井 茨城県 12.0 1,540 0 0 

3・4・8 長谷・藤田線 長谷～岩井 坂東市 16.0 1,500 1,060 0 

3・5・9 遠神追分線 沓掛 茨城県・坂東市 14.0 1,220 1,030 0 

3・4・10 沓掛橋・岩井線 沓掛～岩井 茨城県・坂東市 16.0 6,810 2,510 780 

3・4・22 辺田長谷線 辺田～長谷 坂東市 16.0 880 880 0 

3・3・23 大口・上出島線 大口～上出島 茨城県・坂東市 25.0 9,450 5,380 1,860 

3・4・24 猫実・大口線 猫実～大口 茨城県 16.0 600 600 0 

3・4・25 三本松・中西線 辺田 坂東市 17.0 640 0 0 

3・5・25 岩井・勘助新田線 岩井～勘助新田 坂東市 12.0 3,530 3,120 0 

3・4・26 辺田・城合線 辺田 坂東市 17.0 970 0 0 

3・3・27 生子・山崎線 生子 茨城県 25.0 450 0 0 

3・4・28 三番縄・赤木下線 沓掛 坂東市 16.0 880 0 0 

計 49,200 20,630 8,750 

資料：都市計画基礎調査（平成２３年度）を基本に半谷・冨田地区関連の変更などを追加（平成２６年時点） 

 

 

 

新しい道路の整備（国道３５４号岩井バイパス） 
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②一般道路の状況 

 

本市には、国道１路線、主要地方道３路線、一般県道１０路線があります。 
また、緊急輸送道路の指定を受けている路線は、主要地方道３路線、一般県道で３路線となっています。 

 

道路現況 

種

別 
路線名 

道路実延長 

（ｍ） 

舗装済延長 

（ｍ） 
舗装率 

改良済延長 

（ｍ） 
改良率 

緊急輸送 

道路の指定 

国道 
３５４号 19,353 19,353 100.0% 19,353 100.0%  

合計 19,353 19,353 100.0% 19,353 100.0%  

主要 

地方 

道 

つくば野田線 3,275 3,275 100.0% 3,275 100.0% 〇 

結城坂東線 11,640 11,640 100.0% 11,640 100.0% 〇 

土浦境線 8,088 8,088 100.0% 4,995 61.8% 〇 

合計 23,003 23,003 100.0% 19,910 86.6%  

一般 

県道 

土浦坂東線 5,614 5,614 100.0% 5,243 93.4%  

中里坂東線 12,433 12,433 100.0% 9,953 80.1%  

猿島常総線 15,137 15,137 100.0% 8,392 55.4% 〇 

高崎坂東線 8,608 8,608 100.0% 3,757 43.6%  

若境線 3,407 3,407 100.0% 1,316 38.6% 〇 

岩井野田線 5,238 5,238 100.0% 4,678 89.3%  

岩井関宿野田線 2,584 2,584 100.0% 2,584 100.0%  

伏木坂東線 5,095 5,095 100.0% 4,419 86.7%  

坂東菅生線 1,738 1,738 100.0% 1,738 100.0% 〇 

小山菅生小絹停車場線 2,573 2,573 100.0% 2,520 97.9%  

合計 62,427 62,427 100.0% 44,600 71.4%  

資料：都市計画基礎調査（平成２３年度）を基本に茨城県境工事事務所資料による変更を追加 

 

 

 

 

 

 

周辺都市と連絡する幹線道路の整備（下総利根大橋） 
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③公共交通機関 

 

本市の公共交通機関には、主要な鉄道駅発着の路線バス（水海道駅、野田市駅、守谷駅）、主に

猿島地域と岩井中心市街地、境町とを結ぶ巡回バス（岩井・境ルート、平日のみ運行）、東京駅発

着の高速バス、その他、市が運行するコミュニティバス「坂東号」、デマンドタクシー「らくらく」

があります。 
コミュニティバス「坂東号」は、現在６ルートで運行しています。デマンドタクシー「らくらく」

は、前日予約制で運行地域は市内全域となっています。運行日は、月曜日から土曜日で、１日８便

運行しています。 
鉄道駅がない本市において、唯一、東京へ直接アクセスできる高速バスは、平成１５年度には年

間乗降客数１３万人を越えていましたが、つくばエクスプレスが開通した平成１７年以降、利用者

が減少しています。利用者の減少にあわせて運行本数も減便され、現在は７便の運行となっていま

す。 
 

高速バスの乗客総数・運行本数・一便当たりの利用人数推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：関東鉄道（株） 
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（８）公園・緑地等 

 
本市には、八坂公園と中央児童公園が都市計画決定されています。また、その他の公園１１箇所、

スポーツ施設が１１箇所あります。また施設緑地４０８．３ｈａ、地域制緑地６，１７４．７ｈａ

となっており、市民１人当たりの緑地面積は、１，１７３．１ｍ２となっています。そのほか、逆

井農村いこいの広場（９，９１９ｍ２）や天神山農村いこいの広場（７，４００ｍ２）などもありま

す。 
 

公園の都市計画決定状況 

番号及び施設名 種類 面積 

５・５・００１ 八坂公園 総合公園 １０．２ｈａ 

２・２・００１ 中央児童公園 街区公園 ０．６４ｈａ 

資料：都市計画基礎調査（平成２３年度） 

その他の公園                スポーツ施設 

その他の公園  スポーツ施設 

宝堀運動公園  坂東市総合体育館 

馬立運動公園  坂東市猿島体育館 

幸神平公園  坂東市猿島武道館 

創造の池多目的広場  坂東市岩井球場 

逆井城跡公園  坂東市猿島球場 

生子運動公園  坂東市緑のスポーツ広場 

内野山運動公園  坂東市岩井テニスコート 

前山公園  坂東市生子テニスコート 

八坂水生公園  坂東市逆井山テニスコート 

しど谷津公園 沓掛球場 

ぼうけん広場 八坂公園プール 

資料：生涯学習課 

緑地 

区分 
市街化区域 都市計画区域 一人当たりの 

緑地面積（㎡） 箇所数 面積（ha） 箇所数 面積（ha） 

施設緑地 

７２．８ 
 

基幹公園 

 
街区公園 １ ０．６ １ ０．６ 

総合公園 － － １ １０．２ 

公共施設緑地 １０ ２６．０ ４７ ７６．５ 

民間施設緑地 ５ ２．０ １１５ ３２１．０ 

小計 ４０８．３ 

地域制緑地 

１，１００．４ 
 

生産緑地地区 ５５ １２．９ ５５ １２．９ 

近郊緑地保全区域 － － １ ７４９．０ 

自然環境保全地域 － － １ １６３．９ 

河川保全区域 － － １ ２６．６ 

農振農用地 － － １ ３，９５０．７ 

森林民有地 － － － １，１３７．９ 

条例によるもの １３ ９８．０ ３９ １３３．７ 

小計 ６，１７４．７ 

合計 ６，５８３．０ １，１７３．１ 

資料：都市計画基礎調査（平成２３年度）を基本に修正 

※上記以外に「緑地環境保全地域」が２箇所（３．５１ｈａ）ある 
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（９）河川・池沼 

 
本市には利根川水系の一級河川が６本、準用河川が４本あり、常総市との境界には菅生沼があり

ます。 
一級河川の飯沼川は、地域の景観・歴史・文化等を活かし、行政や住民との連携の下で、まちと

水辺の融合が図られた良好な河川空間の形成を目的とした、ふるさとの川整備事業に平成３年に認

定されました。延長５．２ｋｍの区間で、事業のテーマは、「恵みの沼の蘇生そして、学びの沼へ

の創造」とされています。 
 

河川・池沼の状況 

区分 名称 認定総延長（ｍ） 

１級河川 

飯沼川 ３２，６３０ 

東仁連川 ３３，５４０ 

横仁連川 ３，５００ 

江川 ９，５００ 

西仁連川 ２２，２３０ 

矢作川 ３，１００ 

準用河川 

上田川 ２，３００ 

江川 ７００ 

大鳥川 １，３００ 

浮田川 ７５０ 

資料：道路課、茨城県境工事事務所、茨城県土木概要（平成２４年） 

 

 

 

八坂公園 
逆井城跡公園 

良好な自然環境が保全されている菅生沼 
しど谷津公園 
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（１０）下水道 

 
①公共下水道事業の状況 

 
本市では、２つの下水道が事業決定されています。 
岩井地域においては、坂東市公共下水道で、排水区域面積７７０ｈａ、管渠１２１．６３ｋｍ、

処理場として岩井浄化センター、面積５．８ｈａとなっています。 
猿島地域においては、利根左岸さしま流域関連坂東市公共下水道で、排水区域面積６４９．５ｈ

ａ、管渠５６．４５ｋｍ、処理場としてさしまアクアステーション、面積６．８ｈａとなっていま

す。 
 

公共下水道事業の状況 

  坂東市公共下水道 
利根左岸さしま流域関連 

坂東市公共下水道 

計画面積 ７７０ｈａ ６４９．５ｈａ 

計画人口 １６，１８０人 １０，３６０人 

計画汚水量 ８，９０３ｍ３／日 ７，５５２ｍ３／日 

管渠 
１２１．６３ｋｍ 

（Ｈ２５年度末時点） 

５６．４５ｋｍ 

（Ｈ２５年度末時点） 

普及率 ３３．２０％ ３３．７０％ 

水洗化率 ７６．２０％ ４８．４８％ 

処
理
場 

名称 岩井浄化センター さしまアクアステーション 

面積 ５．８ｈａ ６．８ｈａ 

処理法 標準活性汚泥法 凝集剤添加活性汚泥法 

放流先 大原樋管から利根川 長井戸沼中央排水路から利根川 

事業着手 

事業完了年月日 

Ｓ５４．２．９ 

Ｈ３１．３．３１ 

Ｈ３．５．２１ 

Ｈ３１．３．３１ 

資料：都市計画基礎調査（平成２３年度）を基本に修正 

  

 

公共下水道の普及状況 

年次 
総人口 

①（人） 

処理 

人口 

②（人） 

整備 

人口 

（人） 

普及率 

（％） 

②／① 

整備区域 

面積 

（ｈａ） 

処理区域 

面積 

（ｈａ） 

水洗化 

人口 

③（人） 

水洗化率 

③／② 

平成 18 年 57,622 15,411 15,412 26.7% 699 696 9,872 64.1% 

平成 19 年 57,298 15,804 15,804 27.6% 714 714 10,430 66.0% 

平成 20 年 56,996 15,955 15,965 28.0% 731 731 10,644 66.7% 

平成 21 年 56,610 16,697 16,697 29.5% 735 735 11,053 66.2% 

平成 22 年 56,252 17,283 17,283 30.7% 743 743 11,593 67.1% 

平成 23 年 55,883 18,107 18,107 32.4% 751 750 12,028 66.4% 

平成 24 年 57,103 18,339 18,339 32.1% 756 754 12,534 68.3% 

平成 25 年 56,695 18,895 18,895 33.3% 763 763 13,056 69.1% 

資料：下水道課 
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②汚水処理人口普及率 

 

汚水処理人口普及率（公共下水道、農業集落排水施設、合併浄化槽などの各普及率の合計）は、

順次整備が進み、近年は約６８％まで向上しています。 
汚水処理方法の内訳としては、公共下水道が約３３％と最も多く、次いで合併浄化槽、農業集落

排水施設となっています。 
 

汚水処理普及の状況 

年次 

行政 

人口 

（人） 

公共下水道 
農業集落排水 

施設 
合併浄化槽 

汚水処理人口 

 

処理 

人口 

①（人） 

普及率 

（％） 

処理 

人口 

②（人） 

普及率 

（％） 

処理 

人口 

③（人） 

普及率 

（％） 

総合計 

①～③ 

（人） 

総合計 

①～ 

③(％） 

平成18年 57,622 15,411 26.7 5,896 10.2 7,733 13.4 29,040 50.4 

平成19年 57,298 15,804 27.6 5,963 10.4 9,839 17.2 31,606 55.2 

平成20年 56,996 15,955 28.0 5,977 10.5 7,730 13.6 29,662 52.0 

平成21年 56,610 16,697 29.5 7,014 12.4 8,281 14.6 31,992 56.5 

平成22年 56,252 17,283 30.7 7,082 12.6 9,097 16.2 33,462 59.5 

平成23年 55,883 18,107 32.4 7,006 12.5 9,643 17.3 34,756 62.2 

平成24年 57,103 18,339 32.1 6,961 12.2 12,645 22.1 37,945 66.5 

平成25年 56,695 18,895 33.3 6,808 12.0 12,926 22.8 38,629 68.1 

資料：茨城県 市町村別汚水処理人口普及状況 

 

 

 

（１１）その他の供給処理施設等の都市計画決定の状況 

 
本市では、ごみ焼却場としてさしま環境センターごみ処理施設、火葬場として岩井市営斎場（現

在の名称は坂東市営斎場として運営）、その他の都市施設として岩井市地域福祉センター（現在の

名称は坂東市岩井福祉センターとして運営）、岩井市総合文化ホール（現在の名称は坂東市総合文

化ホールとして運営）が都市計画決定されています。 
 

その他の供給処理施設等 

区分名 施設名 面積（㎡） 
決定・変更 

年月日 
備考 

ごみ焼却場 
さしま環境センターごみ

処理施設 
約 70,000 H17.5.13 さしまクリーンセンター寺久 

火葬場 岩井市営斎場 約 11,900 S61.12.24  

その他の社

会福祉施設 
岩井市地域福祉センター 約 18,000 H4.1.16 夢積館 

その他の教

育文化施設 
岩井市総合文化ホール 約 49,300 H4.1.16 ベルフォーレ 

資料：都市計画基礎調査（平成２３年度） 
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１－７ 開発行為・市街地開発事業及び農地転用の状況 

 

（１）開発行為 

 

本市では、民間の事業者により２件の大規模開発（５ｈａ以上の開発）が行われました。事業種

別の内訳は、商業・流通系が１件、工業系が１件となっています。 
また、市街地開発事業として、茨城県が主体となった幸神平地区において工業団地造成事業が行

われ、平成８年に事業が完了しました。また、半谷・冨田地区においても平成２５年１０月に工業

団地造成事業が都市計画決定され、事業認可を受け、事業に着手しました。 
 

開発行為の状況 

地区名 事業手法 
事業 

種別 

事業着手 

年月日 

事業完了 

年月日 

総面積 

（ha） 

うち含まれていた

農地 

幸田 

地区 
開発行為 工業系 H15.5.23 H16.5.31 約 11.9 8,592 ㎡ 

莚打 

地区 
開発行為 

商業・ 

流通系 
H18.1.26 H19.8.22 約 12.8 39,992.9 ㎡ 

資料：都市計画基礎調査（平成２３年度）       

 

（２）市街地開発事業 

 

市街地開発事業として、茨城県が主体となった幸神平地区において工業団地造成事業が行われ、

平成８年に事業が完了しました。また、半谷・冨田地区においても平成２５年１０月に工業団地造

成事業が都市計画決定され、事業認可を受け、坂東市が主体となって事業に着手しました。 
 

市街地開発事業 

地区名 事業手法 
事業 

種別 

事業着手 

年月日 

事業完了 

及び 

進捗率 

総面積 

（ha） 

計画 
事業 

主体 
事業 

所数 

就労 

人口 

幸神平 

地区 

工業団地 

造成事業 
工業系 H4.12.18 

平成 8年 

100% 
85.2  16 所 3,677人 茨城県 

半谷・ 

冨田 

地区 

工業団地 

造成事業 
工業系 H25.12.9 － 73.7 20 所 3,285人 坂東市 

資料：都市計画基礎調査（平成２３年度）を基本に半谷・冨田地区における変更を追加 

（平成２５年１２月時点） 
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（３）農地転用 

 

本市の平成２５年の都市計画区域における農地転用状況は、転用件数１３９件、転用面積１０．

２ｈａです。転用用途の内訳は、住居系が最も多く９２件、次いでその他が３９件となっています。 
平成２１年から平成２５年の５年間の推移を見ると、都市計画区域の転用件数は、平成２１年か

ら平成２５年まで多少の増減はありますが、ほぼ横ばいとなっています。 
平成２５年の市街化区域における農地転用状況は、転用件数４４件、転用面積２．１ｈａです。

転用用途の内訳は、住居系２９件、その他１２件と続きます。 
一方、平成２５年の市街化調整区域における農地転用状況は、転用件数９５、転用面積８．１ｈ

ａです。転用用途の内訳は住居系６３件、その他２７件と続きます。このことから、市街化調整区

域において多くの農地転用が行われているといえます。 
 

農地転用の状況（市街化区域） 

区分 

平成 21 年 平成 22 年 平成 23 年 平成 24 年 平成 25 年 

件数 

（件） 

面積 

（ha） 

件数 

（件） 

面積 

（ha） 

件数 

（件） 

面積 

（ha） 

件数 

（件） 

面積 

（ha） 

件数 

（件） 

面積 

（ha） 

農地面積 － 92.2 － 90.6 － － － － － － 

住居系 28 1.0 26 1.4 13 0.5 23 0.9 29 1.6 

商業系 2 0.1 1 0.2 2 0.2 7 2.4 0 0.0 

工業系 4 0.1 4 0.6 0 0.0 0 0.0 1 0.0 

公共系 0 0.0 2 0.2 1 0.0 0 0.0 2 0.0 

その他 10 0.5 11 0.5 9 0.3 21 1.6 12 0.5 

小計 44 1.7 44 2.9 25 1.0 51 4.9 44 2.1 

資料：都市計画基礎調査（平成２３年度）を基本に修正 

農地転用の状況（市街化調整区域） 

区分 

平成 21 年 平成 22 年 平成 23 年 平成 24 年 平成 25 年 

件数 

（件） 

面積 

（ha） 

件数 

（件） 

面積 

（ha） 

件数 

（件） 

面積 

（ha） 

件数 

（件） 

面積 

（ha） 

件数 

（件） 

面積 

（ha） 

農地面積 － 6,266.2  － 6,348.4  － － － － － － 

住居系 58  2.7  83  4.0 68 2.4 62 2.3 63 2.8 

商業系 4  1.4  3  1.6  1 0.1 0 0.0 2 0.3 

工業系 18  3.8  17  1.6  0 0.0 9 0.8 3 0.4 

公共系 0  0.0  4  0.1  1 0.1 0 0.0 0 0.0 

その他 10  0.4  8 0.7 28 3.6 36 3.2 27 4.6 

小計 90  8.3  115  8.0  98 6.2 107 6.3 95 8.1 

資料：都市計画基礎調査（平成２３年度）を基本に修正 

農地転用の状況（都市計画区域） 

区分 

平成 21 年 平成 22 年 平成 23 年 平成 24 年 平成 25 年 

件数 

（件） 

面積 

（ha） 

件数 

（件） 

面積 

（ha） 

件数 

（件） 

面積 

（ha） 

件数 

（件） 

面積 

（ha） 

件数 

（件） 

面積 

（ha） 

農地面積 － 6,358.4 － 6,439.0  － － － － － － 

住居系 86 3.7 109 5.4  81 2.9 85 3.2 92 4.4 

商業系 6 1.5 4 1.8  3 0.3 7 2.4 2 0.3 

工業系 22 3.9 21 2.2  0 0.0 9 0.8 4 0.4 

公共系 0 0 6 0.3  2 0.1 0 0.0 2 0.0 

その他 20 0.9 19 1.2  37 3.9 57 4.6 39 5.1 

小計 134 10.0 159 10.9  123 7.2 158 11.0 139 10.2 

資料：都市計画基礎調査（平成２３年度）を基本に修正 
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１－８ 景観・歴史資源 

 
（１）景観・歴史資源 

 

本市には、国指定文化財が１件、県指定文化財が１８件、市指定文化財が５８件あります。 
県指定史跡の「國王神社本殿・拝殿」や「逆井城跡」などをはじめとして、多くの文化財や史跡が残され

ています。 
 
 
文化財の状況（国・県指定） 

名称 種別 所在地 指定区分 

絹本著色聖徳太子絵伝 絵画 みむら 国 

絹本著色来迎弥陀三尊像 絵画 岩井 県 

絹本著色曼荼羅 絵画 生子 県 

阿弥陀寺御文 書跡 長須 県 

聖徳太子木像 彫刻 みむら 県 

木造阿弥陀如来坐像 彫刻 辺田 県 

木造大日如来坐像 彫刻 岩井 県 

寄木造平将門の木像 彫刻 岩井 県 

金剛力士像 彫刻 生子 県 

香取神社本殿 建造物 沓掛 県 

國王神社本殿 建造物 岩井 県 

國王神社拝殿 建造物 岩井 県 

護摩壇 工芸品 生子 県 

礼盤 工芸品 生子 県 

脇机 工芸品 生子 県 

沓掛ノ大欅 天然記念物 沓掛 県 

逆井城跡 史跡 逆井 県 

神田ばやし 無形民俗文化財 神田山 県 

猿島ばやし 無形民俗文化財 生子八坂神社 県 

資料：生涯学習課       
 
 
 

國王神社 絹本著色聖徳太子絵伝 
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１－９ 上位計画の整理 

 
（１）首都圏整備計画（国土交通省 平成１８年９月告示） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１） 目標とする社会や生活の姿 

 我が国の活力創出に資する自由な活動の場の整備 

 個人主体の多様な活動の展開を可能とする社会の実現 

 環境と共生する首都圏の実現 

 安全、快適で質の高い生活環境を備えた地域の形成 

 将来の世代に引き継ぐ共有の資産としての首都圏の創造 

 

２） 目指すべき地域構造 

 特色ある都市機能が集積する拠点的な都市を中心に、業務、商業、文化、居住等の諸機能がバランスよく配置

された自立性の高い地域を形成するとともに、それぞれが首都圏内の他の拠点や、さらには首都圏外の拠点と

も相互の連携・交流によって機能を分担し、補完し高めあう「分散型ネットワーク構造」を目指す。 

 

３） 地域整備の基本的考え方（坂東市を含む近郊地域） 

 東京中心部の近郊地域においては、東京中心部から環状方向に拠点的な都市が帯状に連坦しており、それらの

都市を「環状拠点都市群」として育成・整備を図るとともに、相互の連携を強化し、東京中心部との適切な機

能分担を推進する。 

 東京都市圏北部・東部については放射状の交通体系に沿って拠点的な都市に集積が進みつつあるが、東京都市

圏における業務等の機能分担を進めていく上で、環状方向の連携が課題となっている。今後は、広域連携拠点

の育成を図り、諸機能の集積を高めるとともに、環状方向の連携を強化し、長期的には自立性の高い地域が連

携した重層的な地域構造を目指し整備を進め、都市間の緑地保全等、自然環境との調和を図りつつ、東京都市

圏西部から東部にいたる環状方向の拠点群の形成を図る。さらに、関東北部や関東東部地域との連携を進める。 

 

４） 整備編における位置づけ（坂東市を含む近郊地域） 

 業務、商業、文化、居住等の 

諸機能がバランスよく配置さ 

れた自立性の高い地域の形成 

を推進 

 都市空間の再編整備及び拠点 

的な都市の整備と郊外部の住 

宅団地の再生推進 

 環状方向の交通ネットワーク 

の形成と拠点都市相互の連携 

強化による環状拠点都市群の 

育成 

 東京中心部へのアクセス改善 

による重層的な地域構造の形 

成 

 周辺地域や首都圏外の都市と 

の連携・交流を深めることに 

よる東京一極依存構造の是正 

 自然環境の保全・再生・創出 

を総合的に考慮した水と緑の 

ネットワークの形成推進 
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（２）茨城県総合計画（改訂）－いきいきいばらき生活大県プラン－（茨城県 平成２４年３月改定） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１） 基本理念と目標 

 『みんなで創る 人が輝く元気で住みよい いばらき』 

 誰もが安心して健やかに暮らすことのできる「住みよいいばらき」 

 誰もが個性や能力を発揮し、主体的にいきいきと活動できる「人が輝くいばらき」 

 競争力ある元気な産業が集積し、交流が盛んな「活力あるいばらき」 

 

２） 県西ゾーンにおける地域づくりの方向 

 日本を代表する大規模園芸産地づくり 

 消費者ニーズ等に対応した高品質で安心な農産物の安定供給を図るため、畑地かんがい施設など農業生産基

盤整備の推進や新たな品目の導入等による大規模園芸産地の育成を図ります。 

 東京圏に近接し、米、畜産をはじめレタス、ハクサイ、ネギ等全国有数の産地を数多く有する地域特性を活

かし、さらなるＰＲや販路拡大を進めます。 

 地域農業を支える大規模経営体や集落営農組織などの中核的な担い手の育成や新しい担い手の確保などを

図ります。 

 

 広域交通ネットワークの形成を活かした新たな産業拠点づくりと地域産業の振興 

 北関東自動車道や首都圏中央連絡自動車道、筑西幹線道路等の広域交通ネットワークを活かし、北関東地域

における産業拠点の一つとして自動車産業や流通業などの拠点形成を促進するとともに、新規立地企業との

連携による地元企業の技術力や開発力の向上など、地域産業活性化を図ります。 

 結城紬や真壁石燈籠といった伝統的工芸品や石材業等の商品開発支援・後継者育成などにより、地場産業の

振興を図ります。 

 

 安心で快適に暮らせる良好な生活環 

境づくり 

 東京圏との近接性を最大限に活か 

すため、鉄道沿線地域等における 

交通利便性の向上や市街地整備を 

促進します。 

 広域的な幹線道路の整備促進や、 

下水道などの生活環境基盤の整備 

を進めるとともに、医師、看護職 

員等医療従事者の確保対策の推進、 

急性期医療機能の充実など地域医 

療体制の整備などによる良好な生 

活環境の創出を図ります。 

 

 歴史、文化や豊かな自然環境を活用 

した交流拠点づくり 

 ミュージアムパーク茨城県自然博 

物館や小貝川、鬼怒川の水辺空間 

など、自然環境を活用した魅力あ 

る交流空間の形成を促進するとと 

もに、桜川市真壁地区をはじめ、 

古河や結城などの歴史的街並み景 

観や映画・テレビのロケ地など、 

豊かな地域資源を活かした多様な 

主体の参画による観光地づくりを 

推進し、交流人口の拡大を図りま 

す。 
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（３）茨城県都市計画マスタープラン（茨城県 平成２１年１２月策定） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１） 基本理念と将来都市像 

 次世代を育み、未来につなぐ「人が輝き、住みよい、活力ある」都市
ま ち

 

 誰もが輝き、誇りをもつことのできる都市
ま ち

 

 機能を分担し合い、安心して暮らせる都市
ま ち

 

 活力が未来へつながる都市
ま ち

 

 

２） 将来都市構造の視点 

 【集約と連携】～「コンパクトな都市」と「メリハリある地域」の連携～ 

①都市の集約化と活性化 

 中核的な都市を中心とし、各々の都市の特性を活かした、高次都市機能の集積、経済や産業の活性化を進め、

県の社会・経済を牽引する都市圏を形成します。 

②地域の個性ある発展と相互連携の強化 

 地域資源を活かした個性あるまちづくりを進めるとともに、隣接する都市や地域と連携し、都市機能を相互

補完することで、魅力ある生活環境を創出します。 

③連携と交流を支えるネットワークの構築 

 都市間の連携や都市と地域の交流を促進するため、広域交通網をはじめとするネットワークを構築していき

ます。 

④自然環境の保全と共生 

 豊かな自然環境と調和のとれた景観を保全するとともに、これらと共生することにより、多様性のある生態

系を確保し、魅力ある地域づくりに活かしていきます。 

 

３） 将来都市構造（坂東市に係る部分のみ） 

 生活拠点都市 

 日常生活を営む上で必要と 

なる都市機能を確保すると 

ともに、近隣都市間での連 

携を強化することで都市機 

能の相互補完をします。 

 首都圏環状広域連携軸 

 首都圏中央連絡自動車道を 

中心として、首都圏を環状 

に貫く軸で、本県では県南 

部や県西部と東京・千葉・ 

埼玉方面を結ぶ横軸を形成 

します。 

 河川軸 

 県土の南側に流れる利根川 

によって形成される軸で、 

鬼怒川や小貝川などに沿っ 

て枝軸が派生し、同じよう 

にネットワークを形成して 

いきます。 
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４） 県西ゾーンの基本方針と施策展開の方向 

 活力ある産業拠点と日本を代表する大規模野菜産地の形成 

 首都圏中央連絡自動車道や北関東自動車道などの整備効果を活かした流通・業務拠点の形成や、伝統的な地

場産業を主とした産業の振興・活性化を図るとともに、高品質な青果物の安定供給とブランド化を推進し日

本を代表する大規模野菜産地の形成を目指します。 

 

 

 

 

 

 田園空間と都市機能が調和した快適な都市圏の形成 

 首都圏中央連絡自動車道、北関東自動車道、筑西幹線道路やつくばエクスプレスなどの交通体系の整備とあ

わせ、東京圏との近接性向上を活かし、田園空間と都市機能が調和した快適な都市圏の形成を目指します。 

 

 

 

 

 

 自然、歴史・文化を活かした交流空間の形成 

 筑波山周辺の景観や、街並みなど歴史的資源、ロケ地など特色ある地域資源を活用し、首都圏の身近な交流

空間の形成を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

５） 県西ゾーンの将来都市構造図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策展開 

の方向 

・古河、結城、真壁の街並みなど歴史的資源を活かした地域づくりの促進 

・常総市などの映画やテレビのロケ地を活かした観光の促進 

・利根川や鬼怒川などの水辺空間を活かした交流拠点の形成 

・広域交通ネットワークの整備を踏まえた観光ネットワークの形成 

・筑波山周辺の景観や地域資源を活かした多様な主体の参画による美しい道路空間や魅力

ある観光ネットワークの形成 

・平地林の保全と自然散策路の整備、森林体験活動の場としての活用促進 

 

施策展開 

の方向 

・首都圏中央連絡自動車道や筑西幹線道路、都市軸を形成する幹線道路の整備 

・つくばエクスプレス周辺地域における交通体系の整備促進 

・筑西市や結城市における良好な居住環境などの整備促進 

・常総線沿線地域における計画的な市街地の形成 

・砂沼広域公園、県西総合公園における防災施設の整備など防災体制の充実 

 

施策展開 

の方向 

・首都圏中央連絡自動車道ＩＣ周辺などにおける計画的な産業拠点の創出 

・北関東自動車道や筑西幹線道路などの整備効果やつくばとの近接性を活かした流通・業

務拠点の整備促進 

・結城紬や石材加工などの地場産業の振興、活性化 

・日本を代表する大規模野菜産地の形成 
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（４）茨城県都市計画マスタープラン－震災対策編－（茨城県 平成２４年１０月策定） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１） 方針の柱となる基本的な考え方 

視点１ 震災に強くしなやかな県土づくり 

■生命を守るための減災対策や機能強化 

 頻度が高い地震・津波による被害を防ぎ、巨大地震による震災から優先して生命を守るため、安全な避難行

動や迅速な救急活動などを支える都市の減災対策や機能強化を図ります。 

 

■都市機能を維持する代替性・補完性の確保 

 都市施設などが被災しても、震災による被害を極力軽減し、その機能を維持するため、多様な対策を組み合

わせ、連携を図ることによって、代替性・補完性を確保します。 

 

視点２ 安全・安心な暮らしを支える生活環境の整備 

■震災時の生活維持を支えるコンパクトな都市
ま ち

づくりや地域防災力の向上 

 震災時のエネルギー不足やライフラインの寸断などによる県民への影響が極力生じないよう、社会資本整備

に関わる民間事業者などとも連携し、震災時の生活維持と地域防災力の向上を図ります。 

 

■防災性の向上による安全・安心の都市
ま ち

づくり 

 震災被害に対する備えとして市街地や都市施設の安全性を高めるため、予防的・計画的な震災対策に取り組

み、防災性の向上を図ります。 

 

視点３ 新たな活力の創出と将来の発展に向けた交流・産業基盤の整備 

■産業の振興や地域の活性化のための復旧・復興都市
ま ち

づくり 

 震災により失われた活力や経済損失を早期に取り戻すとともに、復旧にとどまらない復興をめざすため、産

業の振興や地域の活性化に資する復旧・復興都市
ま ち

づくりを進めます。 

 

 

２） 県西ゾーンの方針 

 広域交通体系を活かした防災拠点へのアクセスや周辺都市との連携体制の強化 

 広域交通ネットワークを活かした地域間連携を強化する緊急輸送体系の構築 

 東京圏との近接性や首都直下地震への対応なども踏まえた広域的な相互応援体制の構築 

 県西総合公園などの防災拠点や救急医療施設へのアクセス確保 

 

 田園空間と調和した都市機能の集積や市街地間の連携による安全・安心な生活圏の形成 

 都市機能の回復力を高める集約型都市構造の形成 

 効率的な災害対応を支える拠点都市間の相互連携強化 

 地盤・土砂災害などから暮らしを守る土木施設やライフラインの耐震性強化 

 防災拠点の機能を有する公園などの公共施設の防災機能の強化 

 

 活力ある産業拠点の形成と、自然・歴史・文化を活かした交流空間づくり 

 地域経済・産業の継続的な活動や早期復旧を支える粘り強い産業基盤の整備 

 他地域とのアクセス性や優れた立地条件を活かした、防災性の高い産業拠点の形成による産業振興 

 東京圏への近接性や広域交通ネットワークを活用した交流人口の拡大 

 歴史的街並み、地場産業、地域資源などを活かした観光交流の促進や地域振興 
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（５）岩井・境都市計画区域マスタープラン（茨城県 平成２３年２月告示） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１） 都市づくりの基本理念 

 首都圏中央連絡自動車道の整備効果を活かして、県内外の都市との連携を強化しながら、そのインターチェ

ンジ周辺等に新たに複合的業務・研究開発・情報関連機能の導入を図る。これらにより、人口や産業の集積

を高めていくとともに、豊かな緑や水辺などの自然、歴史を活かした魅力ある都市を目指す。 

 

２） 地域ごとの市街地像 

① 岩井市街地地域 

 国道３５４号沿道を中心として、商業・業務機能の充実や地区計画制度を活用した景観整備を推進するとと

もに、市役所周辺において行政・文化機能の充実を図り、本区域の中心都市として魅力と活力ある市街地の

形成を図る。 

 その周囲には、平地林などの自然環境や社寺などの歴史的資源に調和した道路等の都市基盤施設の整備を図

り、快適な居住環境の整備を推進する。 

 首都圏中央連絡自動車道インターチェンジへのアクセス道路や周辺の集落地を結ぶ道路の整備をはじめと

する骨格的道路網の形成等、広域交通体系の整備を推進する。 

 既存工業地においては、周辺の居住環境や自然環境との調和に配慮しつつ、道路等の基盤施設の充実や緑化

の推進等により、生産環境の向上に努める。 

② 猿島市街地地域 

 県道結城坂東線、土浦境線沿道を中心として、平地林や緑地などの自然環境に配慮し、道路等の都市基盤施

設の整備と合わせた居住環境の整備、都市的未利用地の活用、商業・サービス機能の充実を図り、緑豊かで

快適な市街地の形成を図る。 

 既存工業地である沓掛工業団地においては、周辺の居住環境や自然環境との調和に配慮し、道路等の基盤施

設の充実や緑化の推進等により、生産環境の向上と企業誘致を図る。 

③ 工業系市街地地域 

 坂東市の幸神平地区（つくばハイテクパークいわい）等については、周辺の自然環境との調和に配慮し、道

路等の基盤施設の充実や公園等オープンスペースの確保、街路や敷地内の緑化の推進等により、良好な生産

環境の形成・維持に努める。 

 

３） 区域区分の方針 

① おおむねの人口 

 

 

 

 

 

 

② 産業の規模 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 市街化区域のおおむねの規模及び現在市街化している区域との関係 
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４） 主要な都市計画の決定の方針（土地利用：主要用途の配置の方針） 

① 商業・業務地 

 岩井市街地地域の辺田・本町線沿道は、幹線道路に面した利便性を活かし、店舗や事務所、市役所などの公

共公益施設等が集積するにぎわいと活力のある都市拠点の形成を図る。 

 猿島市街地地域の沓掛地区等は、地域を対象とした商業・業務機能の整備・充実を図る。 

② 工業地 

 つくばハイテクパークいわいと沓掛工業団地は、良好な生産環境の維持に努めるとともに、今後とも企業誘

致に努める。 

 辺田地区と上出島地区に既存の工場等による工場地を配置するほか、首都圏中央連絡自動車道のＩＣ周辺に

ついては、複合的な産業機能の導入を図る。 

③ 住宅地 

 辺田地区は、地区計画等により魅力的な住宅地の形成を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※（仮称）猿島・岩井ＩＣは、平成２５年１２月に「坂東Ｉ

Ｃ」に決定されました。 
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（６）坂東市総合計画（坂東市 平成１９年３月策定）

１）まちづくりの基本理念と将来像 

～発展・活力～「広域交通体系の整備効果や地域資源を生かしたまちづくり」 

 首都５０ｋｍ圏・茨城県の南西部にあって、広域交通体系の整備や、利根川に育まれてきた豊かな自然、そ

こに暮らしを営む市民の技術・知恵を生かして、都市の自立・発展を支える産業の活力や都市機能の魅力に

満ちたまちをつくります。 

～安全・安心～「誰もが心豊かに安心して暮らせるまちづくり」 

 少子高齢化が更に進む中、子どもから高齢者まで、すべての市民が安心して暮らすことのできるまちをつく

ります。 

～協働・共生～「人と人が協働し、人と自然が共生するまちづくり」 

 市民と行政が共に手を取り合い、人と人との交流を大切にするまち、そして、自然を守り、人と自然が共生

するまちをつくります。 

 

２）土地利用の方向 

■都市ゾーン 

 都市ゾーンは、現在の市街化区域を位置づけ、都市的土地利用を高め、賑わいのある中心商業拠点の育成や

上下水道・街路・公園など生活基盤の整った快適な市街地の形成を目指します。 

■産業ゾーン 

 産業ゾーンは、「つくばハイテクパークいわい」など既存の工業団地や工業集積地区とその周辺及び首都圏

中央連絡自動車道ＩＣ周辺地区とします。このゾーンは、首都圏に近接する地理的条件や首都圏中央連絡自

動車道の整備効果を活用しながら、生産・流通系、レクリエーション系等の様々な産業を導入する産業拠点

として、本市における産業活性化を推進していきます。 

■集落ゾーン 

 集落ゾーンは、農業集落の生活基盤整備を図りながら秩序ある住環境の整備を促進する区域とします。都市

計画法による区域指定の指定地域においては、都市ゾーンにおける居住機能を一部補完する区域として位置

づけます。 

■農業環境ゾーン 

 農業環境ゾーンは、全国有数の農業生産高を誇る優良農地の集積がみられる区域として位置づけます。畑作

農地の更なる高度化を促進すると共に、遊休農地の活用や猿島台地上に点在する平地林の保全に努めます。 

 農業大学校、農業改良普及センターや関連研究機関等とタイアップした高付加価値型農業の展開や流通加工

施設の配置、観光型農業・銘柄野菜のブランド化を促進し、生鮮野菜供給基地として新たな展開を目指しま

す。 

■水田ゾーン 

 水田ゾーンは、稲作の生産拠点及び保水・遊水機能や生態系保全といった環境保全機能を有する貴重な緑の

空間として保全・活用します。 

 

３）拠点・ネットワークの形成方針 

■都市コミュニティ拠点 

 都市的コミュニティの中心拠点となる岩井、沓掛の２地区です。 

 中心市街地活性化方策を重点的に実施しながら、様々な都市機能が集積し、多くの市民が利用しやすい市街

地の形成を目指します。 

 既存主要地方道結城坂東線を都市内交流軸と位置づけ、都市コミュニティ拠点を有機的につなぎます。 

■産業拠点 

 つくばハイテクパークいわいなど既存の工業団地、工業集積地や首都圏中央連絡自動車道ＩＣ周辺地区は、

生産・流通系の優良企業を誘致し、「産業拠点」として位置づけ、あわせて国道354号バイパス及び結城坂

東線バイパス沿線にクラスター型の産業施設用地を整備します。 
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■緑の拠点 

 茨城県自然博物館、八坂公園、逆井城跡公園、前山公園、菅生沼周辺などを「緑の拠点」と位置づけ、緑の

拠点をつなぐ親水空間や樹林地の整備・保全などにより、歩行者・自転車などが快適に安心して移動できる

「水と緑のネットワーク」の形成を図ります。 

■交流ネットワーク 

 活力ある都市活動を支え、人・もの・情報の活発な交流を促す、周辺都市と本市を東西・南北につなぐ骨格

としての広域都市軸、都市コミュニティ拠点をつなぐ都市内交流軸、近隣都市との連絡や市内の生活を支え

る地域幹線といった体系的なネットワーク化を図ります。 

※（仮称）猿島・岩井ＩＣは、平成２５年１２月に「坂東Ｉ

Ｃ」に決定されました。 
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１－１０ 主要プロジェクトの概要 

 
（１）首都圏中央連絡自動車道 
 

首都圏中央連絡自動車道は、首都圏に流入する交通を分散し、交通渋滞の緩和等を目的とした延長約３０

０ｋｍの高規格幹線道路であり、都心からおよそ４０～６０ｋｍの位置に計画されています。 
神奈川県横浜市と千葉県木更津市を結ぶ首都圏中央連絡自動車道の整備により、首都圏の広域的な幹線道

路網を形成するとともに、首都圏の道路交通の円滑化、環境改善、沿線都市間の連絡強化、地域づくり支援、

災害時の代替路としての機能など多くの役割が期待されています。 
県内区間の約７１ｋｍのうち、つくば中央ＩＣから千葉県境までの約３４ｋｍの区間が供用済みとなって

おり、残りの県内区間は平成２７年度までに開通予定となっています。 
なお、坂東市では、半谷、冨田、弓田地区にまたがり坂東ＩＣが設置される予定（平成２７年度以降供用）

であり、ＩＣへのアクセス強化を目的に周辺の幹線道路整備が進んでいます。 
 

整備計画図（茨城区間（常磐自動車道以西）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（２）国道３５４号岩井バイパス 
 

国道３５４号岩井バイパスは、国道３５４号への通過交通を転換することにより、坂東市中心市街地での

交通混雑の緩和や走行の安全性と快適性の向上を目的として、茨城県及び坂東市により整備が進められてい

ます。 
また、本路線の整備により、坂東ＩＣへのアクセス機能の向上のほか、東西方向の広域的な連携強化によ

る地域の利便性向上および活性化へ貢献することが期待されています。 
 

整備計画図 

 

 
 
 
 
 
 

出典：茨城県境土木事務所 ＨＰ 

出典：国土交通省関東地方整備局ＨＰ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．まちづくりの課題 
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２．まちづくりの課題 

 

２－１ まちづくりの前提条件からのニーズ 

 

（１）都市計画を取り巻く社会情勢 

近年、わが国の社会経済情勢の課題は、少子高齢化や人口減少、環境問題や環境への配慮、自動車の普及

による交流促進や地域間競争、産業の海外流出や経済活動の減退のほか、巨大地震をはじめとする大規模災

害など多岐に渡っており、都市計画やまちづくりでの対応が求められています。そこで、これらの社会経済

情勢に関する課題に対して、本市の都市計画やまちづくりが留意すべき事項を整理します。 

 

①少子高齢化や環境問題に対応したバランスの良い都市基盤施設の整備 

全国的な人口減少、少子高齢化の影響による社会保障費の増加や、長引く景気の低迷による税収の不足傾

向などを背景として、自治体の財政状況は、厳しさを増していることから、効率的な都市基盤整備が求めら

れています。 

本市でも、既存施設の維持のみならず、新たな都市基盤施設に対する投資が充分に行えなくなる可能性も

あります。 

このため、限られた財源の中で効率的でありながらも、同時に集約的な市街地の整備や効果的な都市基盤

の維持・整備を行うことが重要です。 

また、地球規模で進む環境問題は、低炭素型社会への取り組みをはじめとして、自然環境に対する負荷の

小さな社会の仕組みづくりが求められています。 

さらに、本市には利根川や菅生沼など、水と緑の豊かな自然環境や基幹産業である農業が織りなす、田畑

の農業景観も市内各地に見られます。しかし、これから都市化が進むにつれ、これまで以上に環境面への配

慮が求められます。 

よって、本市において都市的な発展を目指すために新たな市街地開発事業などを行う際には、これらの自

然環境や農業環境などの保全を図りつつ、同時に計画的に都市的開発を行うことが重要です。 

このように、社会経済情勢が複雑化し、多様な情勢に配慮する必要がある状況下では、一見すると相反す

る要素についても、うまくバランスを取りながらまちづくりを進めていくことが求められます。 

 

②地域資源を活かしたまちづくり 

わが国では、自動車の普及や幹線道路の整備にともない、国民の日常生活圏の拡大が進んだことから、い

わゆる地域間競争が進みつつあるため、各自治体では、積極的に産業誘致や買い物客、観光客などを取り込

むための取り組みが行われています。 

本市は、東京から約４０ｋｍの至近距離にあり、首都圏中央連絡自動車道の坂東ＩＣの整備が進められて

おり、沿線地域では企業誘致などに関して、これまで以上に地域間競争が進む可能性があります。このため、

本市では、周辺都市以上に積極的なまちづくりを進めることが重要となってきます。 

これを踏まえて本市の状況を見ると、市内では、災害リスクの少ない台地を中心とする安全性の高い地域

に住居系、商業・業務系、工業系の受け皿となる市街地などがあります。また、利根川や菅生沼などの水辺

空間、山林、農地などの自然的資源や、國王神社や逆井城跡公園など歴史を伝える資源が数多く点在してい

ます。 

そこで、本市では、地域に残るこれらの資源を活かすまちづくりを進めることで、賑わいや経済的効果を

創出すると同時に、市民の誇りとなるような魅力のあるまちとなって、定住促進へとつなげることも必要で

す。 
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③交通網や位置特性を活かした産業の活性化による経済・雇用環境の向上 

わが国の主要な産業は、景気低迷も相まって、厳しい経営環境が続いています。 

産業面での主な課題として、農業では耕作放棄地や後継者不足、輸入農作物との競争や食の安全の問題な

どがあります。また、商業では郊外型の大規模店舗と個人商店などの共存、旧来からの商店街の衰退化や空

き店舗の増大などによる買い物難民の発生などが挙げられます。さらに、工業では工場の海外移転による産

業空洞化などの問題があります。 

これら産業環境の悪化は、地域全体の経済面や雇用面など多岐に渡って悪影響を与えかねないことから、

社会的にも大きな問題となっています。 

一方、これまでの本市における農業・工業・商業などの状況に目を向けると、近年の衰退傾向が目立って

おり、わが国全体と同様な傾向となっています。 

しかし、本市の産業特性面で優位な条件としては、東京に近いことに加えて、首都圏中央連絡自動車道が

整備されることで、各地からの交通利便性が飛躍的に向上する点があります。 

このため、本市では、交通条件の向上を皮切りに、新しい産業の立地に取り組むこと、そしてその就業者

の転居によって人口の増加、市民生活を支える商業や関連産業の集積につなげ、本市全体の経済発展に結び

つくことで、総合的な魅力向上になるなど、好循環サイクルに転換する契機とすることが重要です。 

 

④多様な人びとの協働によるまちづくり 

一般的に高度経済成長期など急激に拡大・成長する都市化に対して、早急に人口や産業の受け皿、都市基

盤施設などを確保・整備しなければならなかった過去のまちづくりの取り組みにおいては、市民の意見を踏

まえながら、行政が主導的な役割を果たし、推進の主体となって実施してきた例があります。 

その結果、まちづくりの事業などは、地域住民の公共の福祉のために行ってきたにもかかわらず、地域住

民にとって必要性や目的がわかりにくいことや、成果に対する理解が得られにくいことなどもありました。 

また、近年の社会経済の低迷や、高齢化にともなう医療・福祉分野などの支出の増加、生産年齢層の減少

による税収の低下、都市基盤施設の耐用年数に関する更新費用、巨大地震に備える耐震性の高い各種土木施

設の整備など、行財政に関する状況は大変厳しいものがあります。これに対して、行政では、より効率的な

行政運営を図ることは当然として、それだけでは支えきれない可能性があります。 

 

このようなことから、本市においても、今後まちづくりの事業を行っていく際は、市の財政や社会状況を

見極めつつ、市民・市民団体・企業・行政などがお互いに補完し合いながらまちづくりを分担して進めるこ

とが重要となっています。また、行政では気づきにくい課題などは、市民自らが自立的で主体的な行動をす

ることで、行政コストの削減にも役立ち、柔軟なまちづくりを進めることができます。このように、それぞ

れが無理なく続けられるまちづくりの仕組みを構築することで、持続性のある足腰の強い都市に転換してい

くことが可能となります。これにより、大規模災害などの緊急時でも市民自らの助け合いによって、リスク

や被害を軽減できるなどの効果も期待できます。 

 

 

市民活動による環境美化活動（クリーン坂東） 
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（２）坂東市に関わる主要プロジェクト 

本市のまちづくりに最も大きな影響を与えるプロジェクトとしては、首都圏中央連絡自動車道や国道３５

４号岩井バイパスの整備が挙げられます。 

また、これらの広域幹線道路の整備とも関連して、半谷・冨田地区をはじめとする工業系市街地の整備や、

岩井市街地内での新庁舎建設にともなう周辺地区でのまちづくりなどが挙げられます。 

そのほか、古河市や常総市、守谷市などで新たな企業立地が進みつつあるため、本市の就業環境や新たな

居住者の増加などの影響・効果が想定されます。 

 

  市内の主要プロジェクト 

広域的幹線道路の整備による効果など 

首都圏中央連絡自動車道 国道３５４号岩井バイパス 

・東京をはじめとする周辺都市へのアクセス機能

の向上（広域連携） 

・本市への進出企業の増加（経済活性化や雇用の

創出） 

・観光・物流分野などでの経済活性化 

・災害・医療などの緊急時の輸送の円滑化と経路

確保 

・坂東ＩＣアクセス道路の沿線における都市的土

地利用や開発の促進 

・交通機能向上（安全性向上と混雑緩和） 

・坂東ＩＣへのアクセス機能の向上 

・市内の東西方向の交通連携強化による地域の利

便性向上 

・沿線における都市的土地利用や開発の促進 

・沿線に立地する企業の交通利便性向上 

 

各種拠点の開発・整備による効果など 

つくばハイテクパークいわい 
坂東インター工業団地（半谷・

冨田工業団地）造成事業 

坂東市新庁舎 

建設予定地周辺地区 

・茨城南部の産業エリアとし 

ての業務集積・連携 

・近隣工場やサービス産業と 

の取引増加 

・本市への就業者（人口）流 

 入 

・坂東ＩＣ周辺における産業エ

リアとしての業務集積・連携 

・本市への就業者（人口）流入 

・市街地における拠点性や求心性

の向上 

・中心市街地にふさわしい賑わい

のある環境の創出 

・行政支援産業などのサービス業

の立地 

つくばハイテクパークいわい 
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２－２ まちづくりの課題 

 

本市のまちづくりに関する現状や、社会的なニーズなどを踏まえ、将来のまちづくりを検討する際の前提と

なる課題について、都市計画の主要な分野ごとに整理します。 

 

（１）土地利用分野 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・本市は、市内全域が首都圏整備法に基づく近郊整備地帯に指定されており、坂東ＩＣや坂東ＰＡ周辺

などにおいて都市的土地利用を推進するとともに、菅生沼など豊かな自然環境との共生を目指し、緑

地の積極的な維持・保全を行う自然的土地利用を進めることが重要です。また、市街地や都市機能の

無秩序な拡散を防ぎ、集約的な土地利用を進めることも必要です。 

 

・首都圏中央連絡自動車道や国道３５４号岩井バイパスの整備にともない、広域的な交通ネットワーク

がより強固に構築されることとなります。近隣都市との交流及び連携を促進・強化するとともに、本

市の産業・観光振興などを図るための土地利用が求められます。 

 

・市街化区域においては、農地や平地林などの都市的未利用地が比較的多く存在しています。市街地の

拠点性や活力を維持するためには、道路整備などと組み合わせ、積極的な都市的土地利用を進めるこ

とが求められます。また、田畑や緑地などの良好な自然環境の維持と、市民の生活環境を良好に保つ

ことを目的とした生産緑地地区制度の活用も考えられます。 

 

・市街化調整区域には、利根川や飯沼川沿いに水田、台地部に広大な畑が広がっています。本市の基幹

産業である農業を支えるため、優良農地を保全することに加え、菅生沼や主要な河川などの水辺空間、

斜面地や平地林、屋敷林などの自然的土地利用を保全することが重要です。また、市街化区域付近及

び幹線道路沿いに開発行為及び農地転用が比較的多く見られることから、適切な土地利用が求められ

ます。 

 

 

 

 

 

首都圏中央連絡自動車道の坂東ＩＣや国道３５４号岩井バイパス等の幹線道路整備を契機とし、産業

系などを中心とした都市的土地利用を積極的に図るとともに、農地や河川池沼など自然的環境を積極的

に維持・保全する自然的土地利用を進めることが重要です。 

 

・坂東ＩＣや坂東ＰＡ周辺などでの計画的な産業系土地利用や観光系土地利用の推進 

・広域的交通ネットワークの強化にともなう交流促進や産業・観光振興 

・市街化区域における都市的未利用地の解消や土地利用の高度化の推進 

・市街化調整区域における農業生産環境や自然環境などの維持・保全の推進 

中心市街地の街なみ 
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（２）市街地・集落地分野 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・既成市街地は、市民や企業などが集まる場所であり、都市基盤施設の充実や土地の高度利用化を図り、

市民の日常生活における便利さの向上や業務の円滑化を図ることが求められます。 

 

・交通利便性が大幅に向上する坂東インターチェンジ周辺地区では、交通利便性を活かして新たな産業

機能の導入を促進することが重要です。また、定住促進などを目的とした新市街地を整備する場合は、

既存の市街地の未利用地などを有効に活用しつつ、市街地を拡大することも必要です。 

 

・商業・業務系市街地は、市民生活を支える公共公益施設や商店街などが集約しています。しかし、商

店街が衰退し、狭あい道路も多く、市街地としての求心性は薄くなっています。岩井市街地は国道３

５４号、沓掛市街地は主要地方道結城坂東線、土浦境線の沿道を中心として、拠点性の高い市街地を

形成することが求められます。 

 

・企業立地がおおむね完了しているつくばハイテクパークいわいや沓掛工業団地などの既存の工業系市

街地では、良好な操業環境を維持するとともに、周辺の自然環境保全への配慮が必要です。 

 

・岩井市街地の辺田地区、沓掛市街地の住宅系市街地などは、さらに市街地の活力を向上させるため、

道路や上下水道など都市基盤施設の拡充を図り、住宅を中心とする宅地化を進めることが求められま

す。 

 

・市街地において、密集した空間にゆとりをもたせることや、首都直下地震などの災害が発生した場合

の避難地として、生産緑地地区の活用や、公共空地などのオープンスペースを確保することも考えら

れます。 

 

・集落地においては、狭あい道路、公園、下水道などの生活環境の整備により、生活環境の向上を図る

ことが重要です。また、集落景観を維持するため、農地や平地林の維持・保全を積極的に行うことが

大切です。 

既成市街地の拠点性と魅力を高めるとともに、坂東インターチェンジ周辺地区や広域幹線道路が交わ

る場所や市街地縁辺部などにおいて、人口や産業の受け皿となり、地域活性化に寄与する新市街地を検

討することが求められます。 

集落地においては、生活環境向上を目的とした都市施設整備が考えられます。 

 

・既成市街地の拠点性を高めるための都市基盤施設の充実や高度利用の促進 

・坂東インターチェンジ周辺地区などの広域幹線道路が交わる場所や市街地縁辺部などでの計画的な

新市街地の形成 

・市街地の都市的未利用地の活用を図るための都市基盤施設の整備 

・市街地環境の向上と災害対策を視野に入れた、道路整備や公共空地の創出 

・集落地の生活環境整備の推進と、自然環境と調和した集落景観の維持・市街化調整区域における農

業生産環境や自然環境などの維持・保全の推進 
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（３）道路・交通分野 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・本市は、首都圏整備法に基づく近郊整備地帯に指定され、首都圏における都市間の役割分担や連携を

図ることが求められています。そのための円滑な連携を支えるのが首都圏中央連絡自動車道や国道３

５４号などの広域幹線道路ですので、積極的な整備を進めることが重要です。 

 

・本市と周辺都市を連絡する道路網としては、主要地方道つくば野田線、結城坂東線、土浦境線などが

配置されています。利根川によって地域が分断されていることも踏まえ、都市間幹線道路の適切な維

持管理を図り、周辺の拠点都市群との連携を強化することが求められます。 

 

・市内の交通環境としては、分散している市街地間や拠点などの連携を図るため、土浦坂東線をはじめ

とする一般県道などの適切な維持・管理を進め、合併による市域・生活圏の拡大に対応することが求

められます。 

 

・岩井市街地や沓掛市街地などには、特に多くの人や物が集まるため、それらの交通を担う道路網が必

要であるほか、市街地の宅地化を促進するための道路も必要であるため、市道などの適切な整備や維

持管理を図ることが重要です。 

 

・本市の公共交通環境としては、主にバスなどが利用されています。交通弱者とされる子どもから高齢

者までさまざまなニーズに対応でき、東京などへの通勤や買い物などの日常生活を支えるため、東京

直結鉄道などの人と環境に優しい市内外への総合的な公共交通の充実が求められます。 

 

 

首都圏中央連絡自動車道や国道３５４号岩井バイパスなどを積極的に整備し、既存道路の適切な維持

管理を行うことが求められます。また、市内外の円滑な広域交通ネットワークを作ることも重要です。 

 

・周辺都市と連絡する広域交通ネットワーク（首都圏中央連絡自動車道坂東ＩＣや国道３５４号岩井

バイパスなど）の構築 

・坂東市内の各地を円滑に連絡する幹線道路の充実 

・市街地にふさわしい道路網の確保 

・さまざまな市民の利便性の向上につながる、環境に配慮した総合的な公共交通（東京直結鉄道延伸、

路線バス、デマンド交通など）の充実 

整備が進む首都圏中央連絡自動車道 



 －41－ 

（４）公園・緑地分野 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・利根川、菅生沼周辺は、首都圏近郊整備地帯における近郊緑地保全区域の指定を受けています。市民

や近隣都市住民の憩いの場とするため、水辺や平地林などの良好な自然環境を積極的に保全すること

が求められます。 

 

・市内には、総合公園である八坂公園や、歴史を伝える逆井城跡公園、総合体育館などの施設が多数配

置されています。今後、市民の憩いの場としてより利用しやすい公園とするため、既存施設の適切な

維持管理・運営を行う必要があります。そのほか、公園が不足している地区では、必要に応じて拡充

することが求められています。 

 

・飯沼川などの河川や菅生沼などの池沼近辺には、豊かな水辺空間が広がり、利根川河川敷ではサイク

リングなどのレジャーも楽しむことも出来ます。また國王神社などの社寺林や、市街化区域内には生

産緑地地区なども点在しています。しど谷津公園については、坂東市周辺では見ることが少なくなっ

たキツリフネ草やマムシグサの自生、メダカ、ホタルなどを見ることが出来ます。これらの自然資源

を維持保全するとともに、積極的に活用することで生活環境を良好に保つことが求められます。また、

災害時の延焼防止や避難場所として有効に活用できるよう、道路・交通や各拠点施設と連携したネッ

トワークを作ることが求められます。 

       

（５）河川・池沼分野 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

・市民や近隣都市住民の安全安心な生活を支えるため、適切な維持管理を行うことが重要です。また、

本市の主要な産業である農業の水資源としての適切な維持管理も重要です。さらに、河川敷や堤防な

どの水辺を活かした憩いの場として親水空間を整備することも考えられます。 

 

・自然環境保全地域や鳥獣保護区（特別保護地区）に指定されている菅生沼は、毎年多くのコハクチョ

ウやカモ類などが飛来してくることから、首都圏でも有数の野鳥観測地として知られています。また、

絶滅危惧種として指定されているタチスミレをはじめとする植物なども生育しています。しかし、都

市化が進むにつれて貴重な自然環境に影響を及ぼす可能性もあります。市内の豊かな自然環境を守り

後世に伝えるため、引き続き坂東市環境基本計画に基づき自然環境に配慮した保全のための整備や活

動なども必要です 

利根川、菅生沼周辺の自然環境の維持・保全が求められます。また、既存の公園は、適切な維持管

理・運営を行うとともに、新たに公園を拡充する際は、必要に応じて民間活力などを導入することも考

えられます。 

 

・利根川、菅生沼周辺などにおける、住民の憩いに寄与する自然環境の維持・保全 

・市民が安心して集うことのできる公園の適切な管理 

・市街地における火災時の延焼を抑制するための防災緑地の保全 

・公園・緑地と道路交通を総合的に勘案した水と緑のネットワークの構築 

・坂東ＰＡハイウェイ・オアシスの整備 

利根川など主要河川や池沼の適切な治水・利水のための整備が重要です。また、菅生沼などの水辺空

間における、維持・保全を積極的に行うとともに、水辺空間を多面的に活用することが必要です。 

・利根川など主要な河川や池沼の治水対策の促進 

・利根川や飯沼川、菅生沼などの河川・池沼周辺における水辺空間と、市内の公園・緑地や地域資源

などをつなぐ、道路交通を総合的に勘案した水と緑のネットワークの構築 

・生態系など自然環境に配慮した親水空間の形成と水質改善の推進 
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（６）下水道分野 

 

 

 

 

 

 

 

・本市の公共下水道の普及率は、県平均（約５９％）より低く、約３３％（共に平成２５年度末）にと

どまっています。そこで、公衆衛生の向上や水質改善のために、道路などの都市施設の整備計画など

との整合を図りながら、積極的に下水道の整備を進めることが求められます。 

 

・汚水排水施設は、既に人口や産業が集中している市街地を重点的に整備していくことが求められます。

また、新たな市街地の整備と整合させることが重要です。 

 

・雨水排水施設は、市街地から発生する雨水排水の適正な処理を図り、水害危険性を低減するための対

策が必要です。本市では、河川や水路などが多くあり、水害などが発生する恐れもあることから、安

全性を高めるため、放流先である河川や水路などの計画と調整しつつ、雨水排水施設の対策が必要で

す。 

 

 

（７）その他の都市施設・公共公益施設分野 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・市内には、市民生活や企業活動が安定的に維持できるよう、坂東市浄水場、さしま環境センターごみ

処理施設などの供給処理施設が配置・運営されています。人口減少にともなって人口規模に応じた施

設の計画を検討することや、環境負荷の小さい施設を検討するなど、今後の社会情勢の変化に配慮し

た維持管理・運営事業を進めることが重要です。 

 

・既成市街地には、公共公益施設などが多数立地しています。東日本大震災では、岩井庁舎など老朽化

した建物などが被害を受けました。また、人口が減少する地域では、公共公益施設の使用頻度の低下

も予想されます。市民が安全・安心して利用できるようにするため、安全性、利便性、効率性などの

バランスに配慮しつつ、公共公益施設の適切な維持管理・運営事業を行うことが重要です。また、施

設へのアクセス道路や歩道の整備、景観整備なども考えられます。 

 

市民の良好な生活環境や企業の安定的な操業環境の維持につながる公共下水道やその他の下水道施

設の積極的な整備を進めるとともに、水害危険性を低減するための雨水排水施設の対策が重要です。 

・市街地での公共下水道事業の推進や、集落地での農業集落排水整備事業などの適切な維持 

・水害危険性を低減する雨水排水施設の整備 

市民や企業などが安心して生活や操業できるよう、人口減少などの社会情勢に応じた供給処理施設の

適切な維持管理・運営を行うことが重要です。各種公共公益施設は、効率性を勘案して統廃合を行うこ

とや、老朽化した建物の更新なども必要です。 

・人口減少などの社会情勢に合わせた供給処理施設の適切な維持管理・運営事業の推進と充実 

・庁舎や図書館、公民館、学校など多くの市民が利用する建物で、老朽化などが懸念される施設は、

必要に応じて耐震性能の向上が必要 

・各施設へのアクセス道路の整備と景観形成の促進 
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（８）防災・防犯分野 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（９）各種地域資源分野 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１０）福祉分野 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・東日本大震災の被害を教訓とし、首都直下地震などの災害に備え、また、防犯面に対するまちづく

りとして、安全で安心な地域市民の暮らしを支えるための都市計画の取り組み 

・災害時における市民の安全を確保するため、避難路、避難地の確保や、地盤・土砂災害への対応な

ど、都市計画の取り組み 

・市民が安全で安心して暮らせるまちづくりを進めるため、交通安全を高める歩行空間や生活道路の

整備、犯罪抑止効果がある生垣の誘導など、都市計画の取り組み 

・本市の各資源を活かした個性的なまちづくりを図るためには、本市の特徴となっている農業・自然・

文化・景観などの保全、活用と、それらをつなぐネットワークの形成が必要 

・本市の基幹産業である農業を支える、水田、畑地などの農業資源の保全・活用 

・菅生沼や河川などの水辺空間、平地林などの自然環境の保全・活用 

・國王神社をはじめとする史跡・文化財の保全・活用 

・各種地域資源が複合的に組合わされた良好な景観の保全・活用 

・道路網を活用した各種地域資源のネットワークの構築 

・少子高齢化が進む中で、市民が不自由なく暮らせることが重要 

・子どもから高齢者まで安心して利用できる市街地であることが必要 

・道路や公共公益施設のバリアフリー化 

・福祉部門との連携による安全安心なまちづくりの推進 

総合文化ホール「ベルフォーレ」 さしま郷土館ミューズ 
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本市における都市計画やまちづくりの課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．まちづくりの将来像 
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３．まちづくりの将来像 

 

３－１ 理念 

 

本市のまちづくりの将来像で特に大切にするべきことをまちづくりの「理念」として定めます。 

 

（１）首都圏中央連絡自動車道を坂東市の好循環に活かすまちづくり 

人口減少や少子高齢化の進展などにより、わが国の社会経済情勢は縮小傾向となっており、地域の活力を

維持し、高めることが求められています。このことから、次のような事項を理念とします。 

 

①少子高齢化にともなう人口減少や経済活動の縮小に歯止めをかける 

少子高齢化やそれにともなって生じる各種の地域活力の低下は、わが国に共通する最も重要な課題のひと

つです。 

この解消のためには、まちづくりのみならず幅広く多面的な対策が必要です。都市計画の対策として、新

しい企業の誘致をきっかけとした地域の活性化に取り組むこととします。 

 

②地域活性化の契機として首都圏中央連絡自動車道の整備を活かす 

本市におけるまちづくりの取り組みの中で、少子高齢化の抑制に対して一定の効果が期待でき、地域発展

の鍵となるものとして、首都圏中央連絡自動車道の整備を契機とした積極的な活性化対策に取り組むことと

します。 

 

③首都圏中央連絡自動車道による人・物・資金・情報の流れを坂東市で受け止める 

首都圏中央連絡自動車道をはじめとする高速道路網は、単に幹線道路の整備効果にとどまらず、沿線地域

に対し従来とは大きく異なる交通体系として機能し、より早く、より安全に移動できるようになるだけでは

なく、全国各地からの人や物、資金や情報などさまざまなものをもたらします。 

これらの流通資源が通過するだけでは地域の活性化にはつながらないため、本市内に立ち止まらせること

で、人と人の交流による地域活性化効果や、物資の保管・加工など、さまざまな産業・経済発展効果を生み

出すような施策を展開していきます。 

 

④交通利便性、首都近接性、平坦地などを活かして産業地開発を進める 

本市が持っているまちづくりの優位性としては、首都圏中央連絡自動車道や国道３５４号バイパスの整備

をはじめとする幹線道路網の整備･充実による交通利便性の向上があります。また、巨大な経済中心地であ

る東京都心部からの近接性も魅力です。そして、東京都心などでは得られない広大な平坦地の存在などがあ

ります。 

そこで、これらの資源を活かした地域活性化策として、比較的大規模な敷地を必要とする工業や物流など

のための開発を行い、企業誘致を積極的に行うこととします。 

 

⑤企業立地を人口の定住化や、居住者支援のためのサービス業等の立地につなげる 

企業誘致を行うことにより、企業の就業者や家族などの一部が本市に転入することになるため、新たな居

住者の受け皿となる住宅地の確保や、日常的な市民生活を支える商業やサービス業など関連産業の立地を促

進します。 

これにより、新たな転入者のみならず、従来からの居住者も含めた生活利便性の向上に結びつけることと

します。 
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（２）坂東市にある自然や歴史などの資源を大切にし、都市の個性として活かすまちづくり 

地球規模で進む温暖化など、まちづくりから環境対策への取り組みが求められているほか、菅生沼をはじ

めとする首都圏の貴重な自然環境や、歴史的資源など地域固有の資源を大切にすることが求められています。

このことから、次のような事項を理念とします。 

 

①歴史的資源を地域の個性として大切にするまちづくり 

本市は、平将門公にゆかりのある國王神社をはじめとする神社仏閣や後北条氏が築城した飯沼城（逆井城）

の跡地として残る逆井城跡などの歴史的資源や文化的資源が蓄積されています。 

次世代のまちづくりにおいては、高度経済成長期のように新しい物を作ることに力点をおくのではなく、

これまで蓄積されてきた資源を守り、育てていくまちづくりに取り組むことを基本にしていきます。 

また、坂東市の歴史的資源や地史、自然環境、文化的資源を学びの素材として、これらの資源に詳しい高

齢者と子どもたちの交流の機会となる世代間の交流を図ることで、市民一人一人が地域への愛着を育む効果

があります。  

 

②次世代に良好な環境や資源を引き継ぐまちづくり 

市民意向調査における「坂東市の将来像」に関して、「快適・安全・人にやさしい」などの生活面の複数

項目への意見に次いで、「自然が豊かなまち」を望む意向が高い結果となっています。本市の豊かな自然環

境を維持するためには、資源を活かして、周辺環境の整備を図るまちづくりを行うことで、市民の生涯学習

や学校教育における地域学習などの素材として活用することが考えられます。その例としては、上記のよう

な地域資源を学びや交流の素材とした活動や、都市住民を本市の集落などに招き入れ、地域の活性化に役立

てる都市農村交流などの活動があります。 

そこで、歴史や自然などを大切にして、次世代に引き継ぐための資源の保護・保全活動や土地利用面での

施策に取り組みます。 

 

③緑や水の自然資源に加えて、農地や農村集落地を組み合わせた田園都市づくり 

本市の特徴のひとつである農地や農村集落地は、緑や水の自然資源との相性が良いため、農村集落地の保

全により、自然資源と農村集落地が一体となった田園空間を大切にしていきます。 

一方、豊かな田園資源に恵まれながらも、利便性の高い交通網や、商業・文化などの都市機能を有し、「自

然・農村」と「都市」、「保全」と「開発・整備」の双方がバランスよく調和する田園都市を目指します。 

 

④各種資源を活用するための拠点とネットワークの整備 

各種の資源を活用する場合、資源の質を高めることに加えて、散策路の整備などによって資源間を有機的

につなげることで相乗効果を生み出す工夫などが重要です。資源については、従来から育まれてきた自然・

歴史・農村などと共に、まちづくりによって整備してきた公園や緑地のほか、多くの市民が集まる文化・教

育・福祉、さらには商業地などの拠点も含めて、ネットワークを作ることが重要です。 

また、上記のような地域資源を学びや交流の素材とした活動を進め、より理解度が高まり、愛着の向上へ

とつながります。 

このような知的好奇心を刺激する総合的な活動や取り組みを展開することで、市民はもとより、来訪者に

とっても、より魅力の高い都市になるようにします。 

 

菅生沼（茨城県自然博物館展望台） 菅生沼のコハクチョウ タチスミレ 
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（３）市民の期待に応え、満足度を高めるまちづくり 

本市への愛着を高めることにより、市民の定住や来訪者の増加を促すため、まちづくりの主役である市民

や企業、そして本市を訪れる人びとからの需要に応えることが求められています。このことから、次のよう

な事項を理念とします。 

 

①高齢化社会を踏まえて安心して住み続けられるまちづくりの工夫 

市民意向調査での「魅力的で生活しやすいまちづくりの施策」の質問項目に対して、医療福祉面や防犯面

などに関する意向が高い結果となっています。このような都市計画に間接的に関わる分野への対応として、

本市が行っている医療施設の立地促進に関する支援策などを踏まえながら、ユニバーサルデザインやバリア

フリーにも配慮した都市基盤施設の整備を推進することなど、高齢者だけでなく誰にとってもやさしいまち

づくりを目指します。 

 

②若者が定着できるための魅力があるまちづくり 

将来に渡って活力ある坂東を保つ原動力となるのは若者であり、若者が引き続き定住できることが重要で

あるため、若い世代のまちづくりに対する需要に応えていくことが重要です。 

市民意向調査の結果からは、若者のこれからのまちづくりに関する意向の例として、「魅力的で生活しや

すいまちづくりの施策」の質問項目について、医療福祉面や道路・交通面などに関する意向が高い結果とな

っています。 

医療福祉面については高齢者と同様ですが、道路・交通面については、若者はより活動的に広範囲に移動

し、周辺都市にある教育、商業、余暇などのさまざまな都市機能をもっと便利に利用したいとの意識の現れ

であると見られます。 

そこで、将来のまちづくりを担う若者が、都市機能のより充実した周辺都市へ流出することなく、引き続

き住み続けられるよう、本市の都市機能を高めるとともに、周辺都市にあるさまざまな都市機能をより有効

に活用できるための交通利便性を確保していきます。 

 

③大規模災害や防犯面に対して安心感のあるまちづくり 

市民意向調査の結果から、「魅力的で生活しやすいまちづくりの施策」の質問項目について、防災・防犯

面の施策に関する意向が高い結果となっています。また、先の東日本大震災における被害や影響などを教訓

として、今後発生が予想される首都直下地震への備えを、都市計画の面から支援することも重要です。 

そこで、まちづくりにおける震災対策の例として、本市の河川沿いの低地部などにおける液状化対策、避

難や復旧・復興に役立つ幹線道路の確保、避難地や防災拠点としても転用できる公園・緑地の活用などが考

えられます。さらに、大規模災害発生時には市内外からの被災者受け入れ態勢を整えることが考えられます。 

また、震災のみならず、自然災害や都市災害などの大規模災害に備えるため、本市、古河市、境町、五霞

町による流域４市町と一般社団法人茨城県建設業協会境支部の５者間において締結した「災害時等における

相互応援に関する協定」をはじめとする関係各所との災害時等の相互応援協定も踏まえ、より安全性を高め、

被害軽減を図ることや、円滑な復旧・復興に役立てることとします。 

さらに、防犯面については、犯罪抑止効果が期待できるような都市計画の取り組みの例として、幹線道路

や公園などに街路灯や防犯灯を整備することで、市民の安全・安心を高めます。 

 

④東京と直結する鉄道の具体化促進や公共交通の充実 

市民意向調査の結果、鉄道の整備を求める意向が高い結果となったことから、首都圏の一翼を本市が担う

役割や、周辺の拠点都市との連絡をより強固にするため、東京と直結する鉄道の具体化を引き続き積極的に

促進し、市内に２箇所の新駅の設置と駅周辺開発を目指します。 

また、自動車交通が中心となっている本市においても、子どもや高齢者などが快適に移動できるようにす

ることが、誰にも優しい快適に暮らせるまちづくりの実現につながることから、鉄道のみならずバス、利用

者の求めに応じて柔軟な運行を行うデマンド型の交通などの公共交通手段の整備と道路整備を併せて、総合

的な交通体系の充実を図ることとします。 
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３－２ 将来像 

 

これまで整理してきたまちづくりに関する「理念」をもとにしながら、総合計画における将来像である「人

と自然がおりなす 活力・安心・協働に満ちた坂東市」などとの整合性を踏まえ、本計画では、将来像を次

のようなキャッチフレーズとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

将来像の視点１ 「多様な交通環境に恵まれフットワークの良い元気な坂東」 

・高速道路や幹線道路に加えて鉄道やバスなどの多様な交通環境を整えます 

・交通環境を整えることで、各地への移動を容易にします 

・東京などの大都市部に近いことを活かし、いろいろな物や人との交流を進めます 

・交流の効果を都市の活力に役立てていきます 

 

将来像の視点２ 「自然と歴史の中で育まれた田園都市を次世代に引き継ぐ坂東」 

・水と緑と歴史と農村の癒し空間を大切にします 

・地域の良さを伝え、守り、資源としての価値を高めます 

・自然と都市のバランスを大切にします 

・子どもや若者たちにもずっと住み続けて欲しいため、良いものを引き継ぎます 

 

将来像の視点３ 「住み続けてみんなが安心できる災害に強く生活満足度の高い坂東」 

・みんなにとっての暮らしの安心や災害に強い快適な生活を基本にします 

・困りごとや不安が少ない都市づくりを進め、みんなの健康的な暮らしを支えます 

・都市の魅力が市民の定住を促し、新しい人をひきつけます 

・変化が激しい時代の価値観に、柔軟なまちづくりの取り組みで応えます 

みんなが元気で笑顔になれる都市
ま ち

ː坂東 
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３－３ 目標 

 

まちづくりの基本的指標となる本市の将来人口を目標として定めます。 

 

①目標年次 

都市計画は、長期的な目線から、将来の目標をおおむね２０年後としており、本計画では、計画初年度の

２１年後であり、国勢調査などの各種統計調査が実施される節目の年である平成４７年（２０３５年）を目

標年次とします。 

 

②将来人口の目標 

総合計画（平成１９年３月策定）では、平成２８年度（２０１６年度）の将来人口の目標を５８，０００

人としていますが、国立社会保障・人口問題研究所が平成２５年３月に公表した将来推計人口（封鎖人口※）

によると、平成２２年の５６，１１４人から大きく減少して平成４７年（２０３５年）時点での推計値は、

４８，０９９人となっています。このままの状況では、今後の人口動向は、わが国の傾向と同様に少子高齢

化による人口減少が進む可能性があります。これに対する本市の施策として、まちづくりの理念やまちづく

りの将来像に示したように、首都圏中央連絡自動車道の整備を契機とした産業開発を積極的に推進すること

で、新たな就業者などの転入を促進するとともに、自然環境や田園環境に恵まれた生活環境面での魅力を高

め、定住を促進することによる人口増加を目指します。 

このようなことから、これまでの坂東市の人口動向をもとにして推計された「自然すう勢的な人口予測値」

をもとにしつつ、これに上記のような産業開発などによって新たに転入する「戦略的な施策展開による開発

付加人口の増加」、さらに東京と直結する鉄道の駅周辺開発を加味し、将来人口の目標とします。 

※封鎖人口：出生と死亡だけの要因で人口が変化すると仮定し、人口移動の影響を含まない推計である人口 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【坂東市の将来人口の目標】 

７０，０００人 （平成４７年：２０３５年） 

＋ 

 

国立社会保障・人口問題研究所推計値（平成２５年３月推計）の封鎖人口を採用 

①自然すう勢人口：４８，０９９人 

 

工業系開発（馬立・幸田地区、弓田地区）：３７．６ｈａ   工業系開発（半谷・冨田地区）：７３．７ｈａ 

←企業立地率(操業率)：１０．０％／年 

（つくばハイテクパークいわい実績と市内事例より設定） 

←開発面積当たり就業者数：３０人／ｈａ（設定値）     ←全体就業者数：３，２８５人（事業計画より） 

 

←本市定着率：５０％（設定値） 

←就業者扶養率：２．３５人（平成２２年国勢調査の世帯当たり人員数３．３５－就業者本人１．００） 

 

②開発付加人口：１２，５６６人 

工業系開発付加人口：７，３９２人＋第３次産業付加人口（設定値７０％）：５，１７４人 

＋ 

 

市内新設鉄道駅周辺における住居系市街地開発：５０ｈａ （住居系飛び市街地の最低面積５０ｈａより） 

↓←住居系市街地人口密度：９４人／ｈａ（つくばエクスプレスみらい平地区の事例より） 

鉄道沿線開発付加人口：４，７００人×２駅 

③鉄道沿線開発付加人口：９，４００人 

①＋②＋③：７０，０６５人 
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３－４ 骨格構造 

 

（１）役割や配置 

本市の将来像について、まちづくりの骨格的な構造を定めます。 

骨格的な構造としては、「①さまざまな都市機能を有する拠点」、「②各種の拠点や周辺都市などを連絡・

連携するための軸」、「③土地利用について整備・開発・保全の方向性を定める面」に区分し、それぞれの役

割や配置などを明らかにします。 

さらに、これらの拠点、軸、面をより効果的に作用させるために、まちづくりに関わる工夫やソフト事業

などを明らかにします。 

 

 

①さまざまな都市機能を有する拠点の配置 

本市における都市的な機能を展開する場所としては、市街地（市街化区域やこれに準じる区域）のほか、

主要な拠点地区が該当します。これらの拠点の役割を明らかにし、適切な場所に配置します。 

 

 

 

 

 

 

※市街化調整区域における地区計画区域：“「市街化調整区域における地区計画」の知事同意又は協議にあたっての判断指針”に

基づいて茨城県知事の同意を得た地区計画を定めることにより、市街化調整区域であっても地区計画の種類に応じて、計画的

な開発を適正に誘導すること、大規模集客施設を立地させること、既存集落の維持・活性化を図ること、既存の工業等の維持・

活性化を図るための区域 

※区域指定区域：坂東市条例により、基準を満たせば、誰でも住宅や小規模な店舗等が建築できる区域（以下、「区域指定区域」

という。） 

 

 

②各種の拠点や周辺都市などを連絡・連携するための軸の配置 

本市における軸としては、前に示した市内の拠点や周辺都市を連絡するための交通動線をはじめとして、

水や緑の軸を含めて、種別ごとに役割を明らかにし、適切な場所に配置します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③土地利用について整備・開発・保全の方向性を定める面の配置 

本市における面としては、自然や田園などの土地利用を守る「保全ゾーン」と、都市的な発展を図る「整

備・開発ゾーン」に区分し、適切な場所に配置します。 

 

 

 

 

・市街地  ：岩井市街地、沓掛市街地、工業団地、新規予定市街地（岩井・鵠戸地区）、市街化調整

区域における地区計画区域※ 

・その他拠点：主要な集落、区域指定区域※、大規模な公園緑地等（菅生沼、ミュージアムパーク茨城

県自然博物館、茨城県立さしま少年自然の家周辺、逆井城跡公園、八坂公園、坂東ＰＡ

ハイウェイ・オアシス）、大規模な公共公益施設（総合文化ホールなど） 

・広域連携軸 ：首都圏中央連絡自動車道、国道３５４号 等 

・都市間連携軸：本市と周辺都市をつなぐ県道や都市計画道路 等 

・都市内連携軸：市街地間をつなぐ都市計画道路や幹線道路、補助幹線道路 等 

・水辺散策軸 ：自然資源・農村資源・歴史資源・公園緑地を相互につなぐ散策路 等 

・都市発展軸 ：東京と直結する新規鉄道 等 

・保全ゾーン   ：集団的農地、林地、池沼・河川、歴史的資源周辺 等 

・整備・開発ゾーン：市街化区域及び市街化区域周辺、坂東ＩＣ周辺の工業系市街地 等 
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（２）まちづくりの工夫 

これまで示した拠点、軸、面などの骨格を配置するだけでなく、これらがより効果的に機能し、望ましい

まちづくりが図られるよう、まちづくりに関わるさまざまな工夫やソフト事業などを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

①水と緑と調和する都市：美しい坂東プロジェクト 

本市には利根川や菅生沼などの水辺資源、平地林や社寺林などの緑地資源、水田や畑地に加えて屋敷林と

一体で形成されている集落地などの農村資源、平将門公などのゆかりのある歴史的・文化的資源、岩井地区

の中心商店街におけるまちなみの都市的資源など、多様な景観特性があります。 

また、東京に近接した本市の立地特性を活かし、自然景観などへの関心が高い都市住民の来訪が期待され

ます。 

このようなことから、これらの多様な景観資源を保全・活用し、良好な都市景観や市街地景観を形成しま

す。 

さらに、市街地において歴史資源、文化施設、公園・緑地、商店街などが集積する幹線道路については、

本市のシンボルロードと位置づけ、沿道への拠点施設の一層の集積による賑わいの創出とともに建築物や工

作物と道路によるまちなみ景観の整備を検討します。 

そのほか、平将門公にゆかりのある國王神社をはじめとする神社仏閣などの主要な歴史資源の周辺を公園

として整備することを検討します。 

また、これらの歴史資源と水辺や緑地の良好な自然資源、主要な公共公益施設を連絡する水と緑のネット

ワークを形成し、市民が歴史や地域資源に親しむ機会を作り出すことを通して、地域の魅力を後世に伝えま

す。 

 

 

②市民が求める暮らしの安全・安心都市：ずっと住み続けたい坂東プロジェクト 

本市は、東京に近接しており、首都直下地震による影響が予想されるうえ、湖沼、河川、斜面地などの多

様な地形条件を有することから、各種の災害による被害が発生する可能性があります。 

このため、市民の安全で安心な暮らしを支えられるよう、災害に対する安全性の向上を目指します。 

引き続き本市に住み続けたい市民意向を踏まえ、本格的な少子高齢化が進んでいる中で、これからもさま

ざまな世代が快適に生活できることを目指し、誰もがストレスなく暮らせるユニバーサルデザインやバリア

フリーにも配慮したまちづくりを行います。 

このため、道路や公園などの都市基盤施設整備に際しては、できるだけ人にやさしいまちづくりとするこ

とを目指します。 

 

③環境対策都市：子どもたちへつなぐ坂東プロジェクト 

地球規模で進む環境問題に対して、温暖化対策として二酸化炭素排出量の低減など、さまざまな取り組み

が行われており、まちづくりにおける積極的な支援が求められています。 

このため、本市のまちづくりにおいては、二酸化炭素の発生をできるだけ削減・吸収できるよう、環境負

荷の少ない都市基盤施設とすることや、緑地の保全を図ることとします。 

 

 

・水と緑と調和する都市：美しい坂東プロジェクト（都市景観整備等） 

・市民が求める暮らしの安全・安心都市：ずっと住み続けたい坂東プロジェクト（バリアフリー対策や

防災対策等） 

・環境対策都市：子どもたちへつなぐ坂東プロジェクト（環境対策等） 



 －52－ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．分野別方針 
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４．分野別方針 

 

４－１ 土地利用の方針 

本市では、市街地において、首都圏中央連絡自動車道などを活かした産業地開発や、産業立地にともなう

就業者の増加に対する定住促進、良好な自然地や農地などの保全のための土地利用を図ります。 

また、首都圏整備法に定められている近郊整備地帯にあり、区域区分（市街化区域と市街化調整区域の線

引き）が定められていることから、都市的な土地利用を積極的に推進する「整備・開発ゾーン」に該当する

市街化区域と、自然地や農地などの環境を守る「保全ゾーン」である市街化調整区域の区分を明確にします。 

 

（１）市街地 

岩井市街地と沓掛市街地の住居系市街地については、人口の定着を図ることで活力ある市街地を形成する

ため、宅地化のために必要な道路や排水施設などの都市基盤施設の整備を進めます。また、市街地内におい

て未利用地などが多く分布する地区においては、未利用地の宅地化を促進するため、道路や公園などの都市

基盤施設の整備を図ります。 

岩井市街地と沓掛市街地にある商業系市街地においては、市民の日常的な買い物などを支える商業やサー

ビス業のほか、各種事業所などの業務機能の集積を図ります。 

首都圏中央連絡自動車道のＩＣ周辺や既存市街地周辺の工業系市街地においては、活力ある地域づくりに

役立つよう、交通利便性などを活かして産業集積を図ります。 

工業系市街地における産業立地にともなって、新たな就業者の流入が期待できるため、岩井市街地周辺の

岩井・鵠戸地区や沓掛市街地において、土地区画整理事業による新たな住宅地などの整備を検討します。 

首都圏中央連絡自動車道のＩＣ周辺の複合系市街地においては、地域の活性化や利便性向上を目指し、多

様な土地利用を図ります。 

なお、新たに市街化区域への編入を検討する際には、集団的な優良農地や、自然環境形成のために保全す

べき地区、災害防止のために市街化を抑制すべき区域などを含めないことを原則とします。 

 

①岩井市街地 

岩井市街地は、本市南東部の中心市街地の役割に加えて、本市の最も中心的な市街地として位置づけ、国

道３５４号沿道に商業・業務地を配置し、そのほかの地区には、住宅や小規模な店舗などの住宅地を配置し

ます。 

中心商業地や幹線道路沿道などで商業・サービス業が集積する地区においては、買い物客などが利用しや

すく、快適に過ごせるよう、交付金事業などを活用し、商業集客拠点の整備、駐車場の整備や歩道の設置、

店舗のリニューアルなど、活力と賑わいのある商店街を形成します。また、大塚酒造跡地などを活用した魅

力ある拠点の整備を図るほか、岩井西高校跡地については、有効的な土地利用が必要となっています。 

都市的未利用地が比較的多く集積している辺田地区においては、都市計画道路の整備を推進するほか、地

区計画制度によって都市基盤施設の整備を位置づけ、宅地化を図ります。 

市街化区域内において長期的な営農意向の強い農地については、生産緑地地区の指定を検討します。 

岩井市街地の北西部に位置する岩井・鵠戸地区については、現在市街化調整区域となっているものの、新た

な産業立地にともなう就業者の流入が期待できるため、既存市街地とのバランスに配慮し、土地所有者や居住

者などの意向を踏まえながら、土地区画整理事業などの面的な市街地整備事業の活用により、主要地方道結城

坂東線バイパスの整備効果を活かした新たな住宅地などの整備を検討します。
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②沓掛市街地 

沓掛市街地は、本市北部の中心市街地として位置づけ、主要地方道結城坂東線の沿道に商業・業務地を配

置し、そのほかの地区には、住宅や小規模な店舗などの住宅地を配置します。商業・サービス業が集積する

地区においては、買い物客などが利用しやすく、快適に過ごせるよう、交付金事業などを活用し、駐車場の

整備や歩道の設置、店舗のリニューアルなど、活力と賑わいのある商店街を形成します。 

市街地内において、都市基盤施設が不足していることから都市的未利用地が比較的多い地区については、

土地所有者や居住者の意向を踏まえながら、土地区画整理事業などの面的な市街地整備事業の活用を検討し

ます。 

市街化区域内において長期的な営農意向の強い農地については、生産緑地地区の指定を検討します。 
 

③工業地 

首都圏中央連絡自動車道や国道３５４号バイパスなど主要な幹線道路の整備による交通利便性の向上を

踏まえ、本市全体の活性化を図る工業地を配置することで、就業先の確保や就業者の定住を促進します。 

工業地の配置は、つくばハイテクパークいわい、岩井市街地北西部の工業地、沓掛工業団地など既存の工

業地に加えて、現在、工場の整備が進められている坂東インター工業団地（半谷・冨田工業団地）及びその

周辺地区（山地区・冨田地区）のほか、馬立・幸田地区、弓田地区など首都圏中央連絡自動車道坂東ＩＣ周

辺や国道３５４号、国道３５４号バイパス周辺とします。 
 

④市街化調整区域における地区計画区域 

交通利便性などに恵まれた地区においては、社会経済状況や防災安全性などを踏まえ、市民の利便性向上

や地域振興等のため、市街化調整区域の自然環境や農業環境と調和する商業施設や地域活性化拠点の立地及

び工業地の確保を図るほか、新たなニーズに対応した地区計画制度などの活用を検討します。 

 

（２）その他の拠点 

①その他の拠点区域 

その他の拠点区域は、主要な集落地や区域指定区域で居住環境を維持・改善する地区や、市街地のように

住宅や商店などを誘導するのではなく、比較的大規模な公園・緑地として利用する場所、文化センターや図

書館などの大規模な公共公益施設が立地する場所、地域の活性化のために多様な土地利用を図る場所です。 

これらの拠点においては、地区や施設を適切に維持・管理することで、本来の機能を有効に発揮するとと

もに、大規模災害発生時の避難地や各種活動拠点などに活用します。 
 

②市街化調整区域 

本市の市街化調整区域には、首都圏において特に重要な自然環境を有する区域である近郊緑地保全区域に

指定されている菅生沼や利根川などの水辺地や一団の平地林など自然環境や首都圏有数の野菜生産拠点で

ある農村環境などが残されており、市民の愛着も深く、本市のまちづくりの根幹をなしていることから、引

き続きこれらの資源を保全します。また、防犯や景観、自然環境などの観点から、市街化調整区域の無秩序

な土地利用や乱開発を抑制し、環境の保全に努めます。 

さらに、利根川などの河川氾濫による水害や急傾斜地の崩落などによる土砂災害の恐れがある箇所の周辺

については、極力都市的な土地利用を抑制することにより、市民や企業などの安全で安心な都市生活を支え

るほか、大規模災害に備えるため坂東市、古河市、境町、五霞町（以下、「流域４市町」という。）などによ

り締結した「災害時等における相互応援に関する協定」をはじめとする関係各所との災害時等における相互

協定を活用し、被災した場合は円滑な復旧・復興を図ります。さらに、大規模災害発時の市内外からの被災

者受け入れ態勢を整えます。 

一方、集落地において人口減少などが原因となって活力が失われているため、区域指定制度を活用し、既

存集落の維持・保全を図ります。 

そのほか、主要な集落地は、道路や公園、汚水排水などの生活基盤施設の維持・整備を図り、生活利便性

を高めます。 

利根川や江川、飯沼川などの河川沿いの低地部にある水田や、野菜を中心として栽培している台地の畑地

のうち特に生産性の高い優良農地については、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づいて保全を図り

ます。 
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４－２ 道路・交通の方針 

（１）幹線道路 

道路については、道路の役割・機能に応じて複数の種類に区分し、都市計画において位置づけと整備を行

う都市計画道路をはじめとして、国道や県道などの道路を配置・整備します。 

なお、都市計画の当初決定から２０年以上の長期間を経過しても未着手となっている区間を有する都市計

画道路については、「茨城県都市計画道路再検討指針」において、都市計画道路の存続・変更・廃止などの

方針について、再検討を行うこととされています。再検討を行う時期については、首都圏中央連絡自動車道

や国道３５４号岩井バイパス、主要地方道結城坂東線バイパスの開通など、交通体系が著しく変化すること

が予想されるため、これら幹線道路の交通状況を確認しながら決定することとします。 

さらに、大規模災害時の避難路や緊急物資の輸送に役立てるため、緊急輸送道路の整備などにより避難地

や医療施設などを円滑に連絡するよう配置するほか、道路沿線などに教育施設、高齢者関連施設、公共公益

施設、商店街などがあり、歩行者などの通行が比較的多い区間は、歩行者、自転車、車いす、電動カートな

どの多様な交通が安全で円滑に利用できるよう、ユニバーサルデザインやバリアフリーにも配慮した歩行空

間の充実を図ります。 

 

①広域連携軸 

広域連携軸は、本市や本県のみならず、首都圏などの広い地域での移動を支える幹線道路です。多様な交

通を安全・円滑に処理するため、移動能力の高い道路として整備します。 

首都圏中央連絡自動車道は、平成２７年度までの県内全区間供用開始を目指して、積極的な整備を働きか

けます。また、弓田地区において、高速道路の通行車両以外の利用も念頭においたＰＡなどの整備を進めま

す。 

国道３５４号は、本県東部（鉾田市）と県南地域を連絡し、群馬県高崎市に至る広域的な役割を担う重要

な路線であるとともに、本市と周辺のつくば市や古河市とを連絡する最も主要な路線であるため、現在、整

備が進められているバイパス区間の全線供用開始を目指します。 

 

名称など 幅員 車線数 
管理主体 

(想定含む) 
主な整備方針 

首都圏中央連絡自動車道 

（都市計画道路１・３・２首都圏中央連絡自動車

道線） 

２５ｍ ４ 
ＮＥＸＣＯ 

東日本 

坂東ＩＣを含む

全線の供用開始

と弓田地区での

ＰＡなどの整備 

国道３５４号岩井バイパス 

（都市計画道路３・３・２３大口上出島線） 
２５ｍ ４ 県 全線供用開始 

 

②都市間連携軸 

都市間連携軸は、本市を中心としてその周辺都市と連絡する道路であり、主に県道やその他の都市計画道

路が該当します。広域連携軸と同様に多様な交通を安全・円滑に処理するため、移動能力の高い道路としま

す。 

各路線とも市民や企業などの自動車を中心とした円滑な移動を支える道路であるため、未整備の区間、交

通安全上の課題がある区間、交通混雑を生じている区間などを中心に整備を促進します。また、特に橋梁な

どの整備を促進するため、周辺都市と連携して関係機関に働きかけます。 
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名称など 幅員 車線数 
管理主体 

(想定含む) 
主な整備方針 

国道３５４号現道 

（都市計画道路３・４・５辺田本町線含む） 
１６ｍ ２ 県 未整備区間の整備 

主要地方道つくば野田線 整備済 ２ 県 適切な維持管理 

主要地方道結城坂東線 

（都市計画道路３・４・１０沓掛橋・岩井線含

む） 

１６ｍ ２ 県 未整備区間の整備 

主要地方道土浦境線 

（都市計画道路３・５・９遠神・追分線含む） 
１４ｍ ２ 県 未整備区間の整備 

その他の一般県道 － － 県 未整備区間の整備 

 

③都市内連携軸 

都市内連携軸は、本市内の市街地間を連絡する役割をはじめとして、主要な拠点や集落地などを相互に連

絡する道路です。また、広域連携軸や都市間連携軸を補う形でそれぞれをつなぐ役割もあります。主に自動

車などの円滑な交通を確保するだけでなく、市街地などにおいて沿道利用を促進するなど、沿道の活力ある

まちづくりにも役立てる道路です。 

主な都市内連携軸としては、広域連携軸や都市間連携軸以外の都市計画道路や主要な市道が該当します。 

特に、市街地内で開発や宅地化を支える区間を重点的に整備するほか、未整備の区間、交通安全上の課題

がある区間、交通混雑が生じている区間などを中心に整備します。 

 

④その他の生活道路など 

生活道路は、都市計画によって位置づけや整備を行う道路以外の市道であり、延長が比較的短く、市民の

日常的な移動を支える道路です。 

生活道路は、自動車などの円滑な交通を確保するよりも、自転車や歩行者などの多様な通行者も含め、安

全で快適な移動を支える役割や、沿道での開発や宅地化など支えるなど、交通以外にも幅広い役割を果たす

ものとします。 

特に、交通安全上の課題がある区間における問題解消や、歩道の設置などを中心に整備します。 

 

 

市街地における道路の整備 
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（２）その他の交通施設 

①東京と直結する鉄道 

「まちづくりの将来像」において“都市発展軸”として位置づけた、東京と直結する新規鉄道です。 

具体的には、東京直結鉄道の整備計画について、本市以北への延伸を図ることで、これまで市民が周辺都

市の鉄道を利用していた不便を解消するとともに、多様な交通手段を確保することで、大規模災害発生時の

円滑な移動を支えるものです。 

関係自治体と一体的に、引き続き積極的な誘致活動などを行い、確実な位置づけが図られるよう、関係機

関に働きかけます。 

 

②公共交通 

子どもや高齢者など、多様な人が円滑に移動できる手段として有効な民間の路線バスを活用することで、

本市において日常生活を営むうえでの利便性が高まります。 

このため、埼玉県や千葉県を含めた本市周辺の主要な鉄道駅、市内の主要な交通が交わる場所、市街地、

集落地、就業地、学校や医療施設などの公共公益施設を広範囲に連絡するバスネットワークに必要となる既

存路線の維持・存続に努めます。また、新たな市街地や拠点、幹線道路の整備を契機とした新規路線の開設

などを目指し、周辺都市や市内各所との連携強化を検討していきます。 

そのほか、需要や採算性などの状況を踏まえながら、坂東市コミュニティバス「坂東号」や坂東市デマン

ドタクシー「らくらく」などの多様な交通手段の利用を働きかけるとともに、拡充を目指します。 

 

 

坂東市コミュニティバス「坂東号」 

坂東市デマンドタクシー「らくらく」 



－58－ 

 

 

４－３ 公園・緑地の方針 

本市における公園・緑地は、市街地などにおける市民の健康的な都市生活を支えるよう、適正な配置と整

備を図るとともに、市民などの積極的な利用を目指します。 

新たな公園・緑地の整備に際しては、位置や規模、周辺にあるその他の公園・緑地との役割分担を踏まえ

つつ、余暇機能だけでなく、防災面、景観面、環境面などに配慮し、多様な役割を果たすこととします。 

さらに、施設として整備された公園・緑地にとどまらず、緑や水などの自然資源、農地や農村集落地など

の特徴的な資源、歴史的なシンボルなどの多様な地域資源を含めて散策路などを整備し、ネットワークの確

保を目指します。 

また、さまざまな人の利用を前提として、ユニバーサルデザインやバリアフリーにも配慮した使いやすい

施設とします。 

なお、公園・緑地の維持・管理については、本市の道路沿線やごみ集積所の清掃活動を行っている「クリ

ーン坂東」などの清掃活動と同様に、市民や各種団体などによる地域愛護や環境向上の活動も含めて、各種

市民団体や行政と市民の協働も検討します。 

 

（１）施設緑地 

①都市公園 

本市には、都市計画決定された岩井市街地の八坂公園（総合公園）と中央児童公園（街区公園）のほか、

都市公園として位置づけられた前山公園や八坂水生公園などがあり、引き続き適正な維持・管理を図ります。 

さらに、新たに坂東ＰＡハイウェイ・オアシスを整備し、高速道路と一般道路の両側から利用可能で、訪

れた人に快適な休憩施設と坂東市の緑あふれる自然環境を活かした憩いの場を提供するとともに、台地で安

全な地形を活かした広域的な防災拠点、坂東市の魅力を発信する観光拠点、新たな賑わいを創出させる地域

連携拠点を目指します。 

なお、効果的に事業が進められるよう、民間企業の企画・経営能力を活用した官民連携事業の導入も検討

します。 

 

②その他の公園など 

本市では、都市公園として位置づけられていないものの、都市公園と同等の整備内容や機能を有する公

園・緑地などが整備されています。 

その他の公園・緑地のほか、緑のスポーツ広場や猿島球場、生子運動公園、総合体育館、猿島体育館など

の各種スポーツ施設を含めて、周知を図り、広く市民の利用を目指します。 

 

（２）地域制緑地 

近郊緑地保全区域として位置づけられ、首都圏の中で大変貴重な自然資源が残されている自然環境保全地

域である菅生沼や利根川のほか、特に良好な自然資源がある地域制緑地に加えて、主要な河川や河川沿いの

緑地なども含めて、本市の良好な風致や環境の維持に役立つものについて、保全を図るとともに適正な維持･

管理を行います。 

特に良好な自然環境が保全されている緑地などに指定する緑地環境保全地域に位置づけられている地区

である逆井城跡や中矢作については、その他の良好な自然資源や歴史的資源などと併せて、水と緑のネット

ワークの一部として保全を図るとともに適正な維持･管理を行います。 

 

（３）その他の歴史資源などの活用 

平将門公にゆかりのある國王神社のほか、万蔵院、沓掛の大ケヤキなどの市内に多く残されている主要な

歴史資源について、貴重な文化財を保護するよう積極的に保全するほか、逆井城跡のように施設周辺を公園

として整備することで、地域資源をまちづくりに活用し、地域の魅力を高めることとします。 

また、これらの歴史資源と併せて、水辺や緑地の良好な自然資源、学校や図書館、公園や運動施設などの

主要な公共公益施設と連絡する水と緑のネットワークとして、既存の道路の歩道や河川の堤防を活用するほ

か、歩行者専用道路などを新たに整備することなどにより、市内の散策路ネットワークを形成します。 
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４－４ 河川・排水の方針 

（１）河川 

①河川 

本市には、坂東太郎の異名を持つ利根川の大河をはじめとして、多くの河川があります。これらの主要な

河川については、治水面と利水面の双方から、安全性と有益性のバランスを図り、築堤や樋門などを整備す

るほか、堤防を活用した散策路の整備や多自然型護岸などの多目的な整備・活用を検討します。 

特に、利根川については、大規模河川であるため、洪水など万が一の大規模災害に備え、流域４市町など

により締結した「災害時等における相互応援に関する協定」をはじめとする関係各所との災害時等における

相互協定も踏まえ、市民などの生命と財産を守る取り組みや、円滑な復旧・復興を図ります。 

 

（２）排水 

各家庭の生活雑排水や事業所からの排水については、茨城県の「生活排水ベストプラン」（平成２１年改

定）や本市の「公共下水道基本計画」における排水計画などを踏まえ、快適で衛生的な市民生活の実現や、

菅生沼をはじめとする良好な環境を有する水辺の水質浄化を図ります。 

 

①雨水排水 

雨水排水については、公共下水道基本計画に基づいて、適切な処理を図り、河川や農業用水路、道路側溝

を含めた排水設備を有効に活用し、市街地から発生する雨水の円滑な処理を行うこととします。 

また、本市では、利根川沿いなどの低地部において、大雨時に排水困難となる地区もあることから、過去

の水害発生状況を踏まえつつ、危険箇所や排水困難箇所の解消を図ります。 

さらに、洪水や浸水などの危険性や、災害発生時の初期対応をはじめとする災害関連情報を周知するため、

利根川洪水ハザードマップを活用します。 

 

②汚水排水 

本市では、市民の健康的な生活の確保とともに、利根川をはじめとする河川環境や水田などの農地におけ

る営農環境の保全に役立てるため、下水道を中心とする汚水排水対策に積極的に取り組みます。 

汚水排水については、岩井地域では坂東市公共下水道、猿島地域では利根左岸さしま流域関連坂東市公共

下水道の２系統の公共下水道によって処理します。 

また、公共下水道の管渠などが既に整備済みの地区において、未接続となっている宅地があるため、公共

下水道の必要性について周知を図ることで、公共下水道への接続世帯を増やします。 

そのほか、公共下水道の処理区域以外の農村集落地においては、農業集落排水整備事業や合併処理浄化槽

を適宜活用し、適切に処理します。 

 

４－５ その他の都市計画施設の方針 

その他の都市計画施設としては、本市ではごみ処理場、火葬場、その他の社会福祉施設、その他の教育文

化施設が該当します。 

市民の健康的で快適な生活を支える公衆衛生のため、ごみ処理場については、市内のさしま環境センター

ごみ処理施設において適正な処理を行うこととし、火葬場については、同じく市内の岩井市営斎場（現在の

名称は坂東市営斎場として運営）の適正な維持管理を図ります。 

また、その他の社会福祉施設である岩井市地域福祉センター（現在の名称は坂東市岩井福祉センターとし

て運営）と、その他の教育文化施設である岩井市総合文化ホール（現在の名称は坂東市総合文化ホールとし

て運営）については、市民の安心・快適な生活を支えるよう、適正な維持管理を図ります。 

なお、新たに供給処理施設の整備を行う際には、行財政に関する効率的な運営のため、管理・運営につい

ては、周辺都市との連携・分担も含めて検討します。 
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４－６ 面的整備・地区計画に関する方針 

（１）市街地開発事業 

本市の市街地におけるまちづくりを推進する際には、道路や公園、排水施設などの都市基盤施設の整備と

宅地の整備を一体的に行うことができる土地区画整理事業や工業団地造成事業などの市街地開発事業を有

効に活用します。 

具体的には、現在事業を進めている半谷・冨田地区における工業団地造成事業の積極的な推進を図るほか、

岩井市街地の北西部に位置する岩井・鵠戸地区や沓掛市街地において都市的未利用地が比較的多い地区など

で、良好な居住環境の創出や幹線道路を活かした誘致施設の立地促進などを図るため、土地所有者や居住者

の意向を踏まえながら、土地区画整理事業の活用を検討します。 

 

（２）地区計画 

地区計画については、市街地の整備や開発などが行われ、既に良好な市街地環境が整備されている地区に

おいて、引き続き良好な都市環境を維持・保全する制度として活用するほか、新たな市街地や拠点地区など

において、将来の良好な都市環境を確保していく制度として活用します。 

具体的には、主に住居系市街地や商業系市街地において、適正な土地利用、都市基盤施設の整備方針、建

築物の用途、建築物や工作物の外観などを定めた制度として、岩井市街地の新道地区、本町・仲町・新町地

区、辺田地区の地区計画を活用します。また、弓田地区や坂東インターチェンジ周辺地区においても、多様

な土地利用を図り、地域の利便性向上を目指すために地区計画を活用します。 

さらに、市街化調整区域において、工業や流通業などの企業立地を適正に行うため、必要な道路を定める

制度や、建築物の用途を定める制度として、馬立・幸田地区の地区計画を活用するほか、坂東インター工業

団地（半谷・冨田工業団地）周辺地区（山地区・冨田地区）や神大実地区においても地区計画の活用を検討

します。 

そのほかの地区においても、良好な市街地を形成するため、地区特性や将来像に応じて、きめ細かな地区

計画を立案し、活用します。 

なお、地区の活力維持や活性化を図るため、市街化調整区域において地区計画を定めることで開発・整備

を行う場合には、茨城県の「市街化調整区域における地区計画の知事同意又は協議にあたっての判断指針」

を踏まえて検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

半谷・冨田地区の工業団地造成事業区域 



－61－ 

 

 

４－７ 福祉のまちづくりに関する方針 

市民意向調査の結果から、引き続き本市に住み続けるために必要な支えや、人にやさしいまちづくりに対

する意向が高い結果となっています。 

そこで、都市計画からの福祉への取り組みとして、道路や公園などの都市基盤施設を整備する際のユニバ

ーサルデザインやバリアフリーに配慮します。 

具体的には、子どもや高齢者が集まることの多い、学校や保育施設周辺、病院や介護など医療・福祉施設

周辺、各種行政施設や公園など公共公益施設周辺、中心的な商業地などにおいては、円滑な通行が可能な幅

員の確保、段差や傾斜などを減らす工夫、施設や道順の案内看板の充実などを行うこととします。 

 

４－８ 都市防災に関する方針 

本市では、先の東日本大震災によって、利根川などの河川沿いの低地部を中心に液状化の被害や、道路や

宅地などの土地の陥没や隆起、建築物や工作物の破損などの被害がありました。 

また、近い将来発生が予想されている首都直下地震による被害や影響が想定されるため、東日本大震災の

被害を教訓として大規模地震に備え、被害の軽減や災害発生後の速やかな復旧、地域活性化も視野に入れた

効果的な復興などに加え、市内外からの被災者受け入れ等に配慮したまちづくりを進めます。 

そこで、「茨城県都市計画マスタープラン震災対策編」や「坂東市地域防災計画」などを踏まえ、各種大

規模災害の「未然防止と被害軽減」や「発生後の速やかな復旧」が図れるよう、都市計画の事業・制度・施

策を活用します。都市計画における具体的な対応の例としては、減災対策に役立つ避難路や救命・救援活動

を支える都市計画道路などの整備を図るほか、災害時の都市機能や生活機能を維持する都市施設やライフラ

インの整備、防災性の向上に役立つ市街地の整備、被災後の復興に関する物流や広域交通体系の整備などが

該当します。 

さらに、本市の「利根川洪水ハザードマップ」による災害関連情報や各地点の標高を電柱に記した標高表

示などの市民への周知を図り、平常時からの防災意識の向上を図ります。 

そのほか、利根川の洪水などに備えるため流域4市町などにより締結した「災害時等における相互応援に

関する協定」をはじめとする関係各所との災害時等の相互応援協定を活用し、市民などの生命と財産を守る

ため、河川及び水路などの雨水排水施設を整備します。 

 

４－９ 景観形成に関する方針 

本市の景観形成の方針としては、地域の景観の特性を踏まえて、良好な景観の保全と、より良好な景観の

形成を図ります。 

そこで、利根川や菅生沼などの水辺景観や、平地林や屋敷林、社寺林などの緑景観を基本として、市街地

や集落地などの生活景観と調和した景観を形成することとします。 

また、市内の良好な景観の骨格となっている景観資源を把握し、望ましい景観形成の方針を明らかにする

ため、景観計画の策定などを検討します。 
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４－１０ 環境対策に関する方針 

本市の環境対策の方針としては、地球規模で進む温暖化などの環境問題に対して、都市計画からも取り組

みを行うこととします。 

まず、問題の原因となる二酸化炭素の発生を抑制する対策例としては、交通渋滞の少ない円滑な道路交通

を確保すること、不要な移動を減らすために都市機能を集約的に配置すること、公共交通機関の整備により

公共交通中心の社会に移行することなどが考えられます。 

さらに、発生してしまった二酸化炭素の吸収を促進する対策例としては、緑資源が豊富な自然的土地利用

を保つことや街路樹の配置に配慮した道路を整備すること、宅地内の緑化を地区計画などによって進めるこ

となどが考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．地域別将来像 
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５．地域別将来像 

 

５－１ 地域区分の設定 

本計画では、地域としての一体性やまとまりを考慮し、市民にとって分かりやすい地域単位である中学

校区を基本として四つの地域で区分しました。また、市民にとって身近なまちづくりに対する意向を明ら

かにするため、市民意向調査の設問についてもこの地域区分を採用しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※都市計画基礎調査（平成２３年度）より 

人口：１４，３８７人 

世帯：３，８０４世帯 

人口：５，８７０人 

世帯：１，６４１世帯 

人口：１０，３６１人 

世帯：３，０３２世帯 

人口：２５，４９６人 

世帯：８，２８６世帯 
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５－２ 北部地域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■土地利用 

市街化調整区域の自然や農村環境について保全を図りながら、地域の快適な生活環境を整えるため沓掛市

街地において、買い物客などの駐車場整備や安心して通行できる歩道の設置、既存店舗の再生・更新などを促

進することで、市民の利便性が向上します。 

市街化区域内で都市基盤施設が不足し都市的未利用地が比較的多い地区では、土地区画整理事業などによ

る市街地の整備を検討します。また、長期的な営農意向の強い農地は、生産緑地地区制度を活用します。 

沓掛工業地域では、引き続き工場などの操業環境を適切に維持するほか、未利用地への工場誘致に努めま

す。さらに、首都圏中央連絡自動車道などの整備による交通利便性の向上を踏まえ、坂東インター工業団地（

半谷・冨田工業団地）の計画的な工業地の整備を進めつつ、その周辺地区（山地区）においても地区計画制度

の活用による新たな工業地を検討することで、地域の活性化を図ります。 

 

■道路・交通 

首都圏中央連絡自動車道を活用し、高速道路の整備効果を活かした企業立地につなげるほか、主要地方道

結城坂東線の整備を促進し、結城市方面や岩井市街地方面、首都圏中央連絡自動車道坂東ＩＣとの円滑な連絡

を図ります。 

さらに、周辺都市と連絡する幹線道路の未整備箇所などの整備を促進し、市民や企業などの自動車を中心

とした円滑な移動に役立てるとともに、周辺都市との円滑な連絡を図ります。 

また、主要な幹線道路における街路灯の設置や、防犯上の配慮が必要な箇所での防犯灯の設置などを検討

します。 

 

■公園・緑地・広場・散策路など 

逆井城跡公園、前山公園、しど谷津公園など、公園の適切な維持・管理を図ります。また、猿島体育館・

武道館、猿島球場、生子運動公園などの各種スポーツ施設の市民の利用を促進します。 

貴重な自然資源が残されている逆井城跡（緑地環境保全地域）や万蔵院をはじめとする神社仏閣周辺の社

寺林などについては、良好な景観や環境を維持することに役立つことから、保全を図るとともに適正な維持･

管理を行います。 

また、民間のゴルフ場については、大規模な緑地としての効果に加えて、大規模災害時の避難地としての

活用を検討します。 

飯沼川については、治水面に関して築堤や樋門などの整備を推進するほか、水辺の資源として活用するた

め、堤防を活用した散策路の整備や多自然型護岸の整備を検討します。 

 

 

 

●首都圏中央連絡自動車道を活用して沓掛工業団地と密接に関連する 

坂東インター工業団地（半谷・冨田工業団地）を整備する 

●地域の中心市街地にふさわしい沓掛市街地の生活拠点機能の強化と 

住環境を整備する 

●飯沼川・西仁連川水辺散策軸と江川水辺散策軸のネットワークで 

逆井城跡公園や前山公園などをつなぐ 

「自然と都市機能が調和する地域づくり」 
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北部地域 
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５－３ 東部地域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■土地利用 

つくばハイテクパークいわいでは、引き続き工場などの操業環境の維持を図るほか、神大実地区では、地

区計画制度の活用による新たな工業地を検討します。 

また、市街化調整区域における地区計画制度などを活用し、商業施設の立地を検討するほか、集落地にお

ける活力の維持に努めます。 

さらに、水田などの農村環境や野菜を中心として栽培している生産性の高い優良農地について保全を図り

ます。 

国道３５４号バイパスの沿道では、沿道サービス型の施設立地が可能となることから、優良農地や自然環

境の保全を図りつつ、地域活力の維持のために必要な施設立地を検討します。 

 

■道路・交通 

首都圏中央連絡自動車道の整備を促進し、高速道路の整備効果を活かした企業立地につなげるほか、周辺

都市との円滑な連絡を図ります。 

さらに、周辺都市と連絡する幹線道路の未整備箇所などの整備を促進し、市民や企業などの自動車を中心

とした円滑な移動に役立てるとともに、主要な集落間を連絡する幹線的な市道など交通安全上の課題がある道

路を中心として整備を図ります。 

また、主要な幹線道路における街路灯の設置や、防犯上の配慮が必要な箇所での防犯灯の設置などを検討

します。 

 

■公園・緑地・広場・散策路など 

幸神平公園、創造の池多目的広場、宝堀運動公園の適切な維持・管理を図るほか、スポーツ施設としての

周知とともに、市民の利用を促進します。 

貴重な自然資源が残されている社寺林などについては、良好な景観や環境を維持することに役立つことか

ら、保全を図るとともに適正な維持･管理を行います。 

また、菅生沼流域の複数の河川が集まる特性を踏まえて水辺と緑地の自然環境を保全するほか、いばらき

ヘルスロードとなっている「菅生沼遊歩道」を適切に維持・管理し、市民の健康的な生活に役立つよう、利用

の増進を図ります。 

 

●関東鉄道常総線沿線都市への近接性や首都圏中央連絡自動車道などを 

活かした交通利便性の向上を図る 

●一大産業拠点であるつくばハイテクパークいわいや交通利便性を活か 

して地域の活力を高める 

●菅生沼流域の複数の河川と水辺の緑地が集まる親水空間を整える 

「交通利便性と自然環境を活かした地域振興を図る地域づくり」 
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東部地域 
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５－４ 南部地域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■土地利用 

東京と直結する鉄道の誘致を行い、東京との近接性を有効活用する土地利用を図ります。 

また、主要な集落地の基盤整備をして地域の活力の維持に努めます。さらに、ミュージアムパーク茨城県

自然博物館を活用して、自然環境の保全意識の向上を図ります。 

さらに、主要地方道結城坂東線沿道においては、生活関連型商業施設の立地誘導を検討します。 

 

■道路・交通 

主要地方道結城坂東線、つくば野田線における渋滞緩和措置などの整備を促進するほか、周辺都市と連絡

する幹線道路の未整備箇所などの整備を促進し、市民や企業などの自動車を中心とした円滑な移動に役立てる

とともに主要な集落間を連絡する幹線的な市道など交通安全上の課題がある道路を中心として整備を図ります。 

さらに、東京と直結する鉄道の積極的な誘致を行います。 

また、主要な幹線道路における街路灯の設置や、防犯上の配慮が必要な箇所での防犯灯の設置などを検討

します。 

 

■公園・緑地・広場・散策路など 

主要な公園や緑地の適切な維持・管理を図るほか、スポーツ施設としての周知とともに、市民の利用を促

進します。 

貴重な自然資源が残されている菅生沼（近郊緑地保全区域）や中矢作（緑地環境保全地域）、社寺林など

については、良好な景観や環境を維持することに役立つことから、保全を図るとともに適正な維持･管理を行

います。 

また、民間のゴルフ場については、大規模な緑地としての効果に加えて、大規模災害時の避難地としての

活用を検討します。 

さらに、利根川と飯沼川が交わる特性を踏まえて水辺と緑地の自然環境を保全するほか、いばらきヘルス

ロードとなっている「菅生沼遊歩道」を適切に維持・管理し、市民の健康的な生活に役立つよう、利用の増進

を図ります。 

 

●岩井市街地と野田市に近接する便利さのある集落地などの生活基盤を整備 

し居住環境を維持する 

●利根川の防災機能を高め安全安心な暮らしを保つ 

●菅生沼やミュージアムパーク茨城県自然博物館を核とした水辺や平地林の 

緑と農地を大切にしながらゆったりと暮らす 

「豊かな自然と、居住環境が調和する田園地域づくり」 
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南部地域 
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５－５ 西部地域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■土地利用 

岩井市街地は、本市全体で最も中心的な役割を果たす中心市街地であり、買い物、通勤・通学、余暇など

の多様な目的で多くの人が訪れるため、市民にとって快適な生活環境となるように道路や駐車場などの都市基

盤施設の整備を進めます。また、都市的未利用地が比較的多い地区では、市街地開発事業などによる市街地の

整備を検討します。 

主要地方道結城坂東線バイパスの整備による交通利便性の向上が見込まれる岩井・鵠戸地区においては、

将来的には市街化区域編入など計画的な市街地の整備により、新たな居住機能や商業機能の導入を検討します。 

岩井市街地北西部の既存産業拠点である工業地では、引き続き工場などの操業環境の維持を図るほか、坂

東インター工業団地（半谷・冨田工業団地）では、首都圏中央連絡自動車道などの整備による交通利便性の向

上を踏まえ、計画的な工業地の整備を進め、さらに馬立・幸田地区では、地区計画制度を活用した既存工場の

維持活性化を図ります。また、坂東インター工業団地（半谷・冨田工業団地）に近接する冨田地区では、地区

計画制度の活用による、新たな工業地の確保を検討します。さらに、弓田地区や坂東インターチェンジ周辺地

区においても、地区計画制度の活用による、交通利便性を活かした地域活性化、レクリエーションなどの多様

な土地利用を図り、地域の利便性向上を目指すほか、新たな工業地を確保します。 

そのほか、東京と直結する鉄道の整備を活かし、駅周辺における拠点地区の形成を図ります。 

 

■道路・交通 

首都圏中央連絡自動車道の整備を促進し、高速道路の整備効果を活かした企業立地につなげるほか、坂東

ＰＡなどを整備し、高速道路利用車両以外の利用も促進します。また、主要地方道結城坂東線の整備を促進し、

結城市方面や岩井市街地方面、首都圏中央連絡自動車道坂東ＩＣとの円滑な連絡を図るとともに国道３５４号

（都市計画道路３・４・５辺田本町線）をはじめとする未整備の都市計画道路の整備を促進します。 

さらに、周辺都市と連絡する幹線的な市道など交通安全上の課題がある道路を中心として整備を図ります。 

そのほか、東京と直結する鉄道の具体化促進に努めます。 

 

■公園・緑地・広場・散策路など 

都市公園である、八坂公園（総合公園）と中央児童公園（街区公園）のほか、八坂水生公園や緑のスポー

ツ広場の適切な維持・管理を図ります。また、総合体育館などの各種スポーツ施設については、市民の利用を

促進するため、施設の周知を図ります。さらに、新たに坂東ＰＡハイウェイ・オアシスを整備し、高速道路と

一般道路の両側から利用可能で、訪れた人に快適な休憩施設と坂東市の緑あふれる自然環境を活かした憩いの

場を提供するとともに、台地で安全な地形を活かした広域的な防災拠点、坂東市の魅力を発信する観光拠点、

新たな賑わいを創出させる地域連携拠点を目指します。なお、効果的に事業が進められるよう、民間企業の企

画・経営能力を活用した官民連携事業の導入も検討します。 

貴重な自然資源が残されている社寺林などについては、良好な景観や環境を維持することに役立つことか

ら、保全を図るとともに適正な維持･管理を行います。 

そのほか、國王神社や延命寺、石井の井戸などの岩井市街地周辺の平将門公にゆかりのある史跡の保全や

周辺の公園化を検討するとともに、「将門史跡めぐりウォーキングコース」として案内看板や散策路の整備と

利用促進を図ります。 

 

●坂東市の拠点的な中心市街地の活力と魅力を高める 

●首都圏中央連絡自動車道や国道３５４号バイパスを活かした坂東インター

工業団地（半谷・冨田工業団地）を整備する 

●首都圏中央連絡自動車道や主要地方道結城坂東線を活かした多様な土地利用

を図る 

●東京と直結する鉄道の整備とそれを活かした拠点形成を図る 
 

「坂東市全体の活力をけん引する中心拠点地域づくり」 
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西部地域 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．実現方策 
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６．実現方策 

 

６－１ まちづくりの事業・制度・施策 

本市における今後のまちづくりを実現するための手法として、具体的な事業・制度・施策を明らかにしま

す。 

事業・制度・施策は、本市の発展や地域活性化に役立ち、市民にとって魅力、愛着、満足の向上につなが

るなど、本市のまちづくりに貢献するものを選定します。 

また、個別の事業を連携させることでより効果的なまちづくりの推進につながることから、関連性の強い

ことがらをひとつのパッケージとしてまとめます。 

 

 

（１）パッケージ１「パワーアップ坂東」 

 

①推進方針 

本市がたくましく、力強い発展を遂げるためのまちづくりが「パワーアップ坂東」です。 

このパッケージは、広域的な幹線道路の整備を起爆剤として、その整備効果を適切に受け止めるための拠

点開発や市街地整備を行うことで、本市への企業誘致や人口定住につなげ、地域活性化を実現するものです。 

 

②事業・制度・施策 

「パワーアップ坂東」に関する取り組みの中で、都市計画分野が中心になると考えられる主要な事業・制

度・施策の例と着手時期の目安は次のとおりです。 

 

 ・首都圏中央連絡自動車道整備：着手済 

・国道３５４号岩井バイパス整備：着手済 

・東京と直結する鉄道整備：未定 

・半谷・冨田地区（関連する都市基盤施設の整備を含む）：着手済 

・馬立・幸田地区（操業環境の維持）：随時 

・沓掛地区（関連する都市基盤施設の整備を含む）：短期 

・岩井・鵠戸地区（関連する都市基盤施設の整備を含む）：短期 

・住居系市街地（宅地及び住環境の整備）：随時 

・集落地整備（宅地及び住環境の整備）：随時 
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（２）パッケージ２「魅力アップ坂東」 

 

①推進方針 

本市の良さが評価され、多くの人から愛され、楽しんでもらうためのまちづくりが「魅力アップ坂東」で

す。 

このパッケージは、多くの市民が愛着を持っている自然や歴史の資源、多様な特産物を育んでいる農業環

境を守り、資源としての価値をより高めることで、都市のうるおいや個性的なまちづくりにつなげ、地域好

感度を高めるものです。 

 

②事業・制度・施策 

「魅力アップ坂東」に関する取り組みの中で、都市計画分野が中心になると考えられる主要な事業・制度・

施策の例と着手時期の目安は次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）パッケージ３「満足度アップ坂東」 

 

①推進方針 

本市で暮らすことや働くことに充実感があり、心強さやうれしい気持ちになるためのまちづくりが「満足

度アップ坂東」です。 

このパッケージは、市民生活に直結する都市基盤施設や生活環境の質的向上、日常生活を送る際の安全・

安心が確保されていることで、快適な暮らしが得られ、定住促進や就業、来訪などに結びつけるものです。 

 

②事業・制度・施策 

「満足度アップ坂東」に関する取り組みの中で、都市計画分野が中心になると考えられる主要な事業・制

度・施策の例と着手時期の目安は次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・岩井市街地（商店街や買物環境の整備など）：随時 

・沓掛市街地（商店街や買物環境の整備など）：随時 

・景観整備（自然・歴史・まちなか）：随時 

・農地や自然地の保全：随時 

・観光レクリエーション施設の整備（レジャー、交流拠点など）：随時 

・道路整備（幹線道路）：随時 

・道路整備（身近な生活道路）：随時 

・交通安全施設整備（歩道整備を含む）：随時 

・各種災害対策（洪水・冠水・土砂・地盤など）：短期 

・公共交通（民間路線バス、デマンド交通など）：随時 

・都市基盤施設の耐震化（橋梁、埋設物、公共施設など）：短期 

・密集市街地の延焼防止：随時 

・避難地や避難路の整備：随時 
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６－２ まちづくりの推進 

本市における今後のまちづくりの推進に向けて、重要な事項を整理します。 

 

（１）計画や事業の管理 

 

①戦略的なまちづくりの推進 

まちづくりの推進は、ＰＤＣＡサイクルの考え方を活用して行うこととします。 

ＰＤＣＡサイクルでは、事業の計画を立案して事業を実施した後、事業評価によって成果の確認を行うこ

とが重要です。そのうえで、必要な際には事業自体の見直しなどを検討するほか、次の事業における改善に

も役立てます。 

なお、目標をあらかじめ明確にしておくことで達成度が評価しやすくなるため、計画立案時には事業評価

を念頭において定めることが重要です。 

 

さらに、効率的で効果的なまちづくりを推進するため、５Ｗ１Ｈ（時期、場所、事業主体、対象、理由、

事業手法）を具体的に決める市街地整備プログラムを明確にすることや、費用に見合う効果があるかを明確

にすることが重要です。 

 

戦略的なまちづくりのためのＰＤＣＡサイクル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②都市計画の決定と見直し 

まちづくりの推進においては、土地利用や都市施設の位置、計画内容を可能な限り都市計画決定すること

を基本とします。 

都市計画決定の対象としては、一般的に用途地域、特定用途制限地域などの地域地区、道路、公園・緑地、

下水道、河川などの都市計画施設、土地区画整理事業などの市街地開発事業、地区計画などが該当します。 

これらを都市計画として定めることで計画内容を市民などに周知できるため、都市計画を前提とした土地

活用や経済活動などが行いやすくなります。 

 

さらに、既に定められている都市計画については、都市計画を定めた当時から長期間が経過してなお未整

備である場合、決定当時から社会経済情勢などが大きく変化していることで、実態にそぐわない状況になっ

ている場合があります。この場合、今後とも都市計画を継続することが適切であるのかなどについて検証し、

必要に応じて都市計画の見直しを行います。 

 

Plan 
計画立案 
役割の把握 

Do 
事業実施 

Check 
成果の確認 

Action 
見直し・改善 
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（２）まちづくりの担い手の育成 

近年、社会情勢や市民ニーズが多様化しているため、まちづくりも多様なニーズに応える必要があります。

このニーズを把握するためには、これまで以上に多様な市民や企業・団体などの参加を得てまちづくりを検

討することが重要になります。 

このため、本市のまちづくりは、市民・企業・団体などと行政が協働で取り組むことを基本とします。さ

らに、このような取り組みを浸透させていくことでまちづくりへの参加を促し、やがては行政と市民などの

協働による「まちづくり会社」の設立により、市民などが自らまちづくりを行う「タウンマネジメント」を

進めます。 

 

①市民などの役割 

まちづくりへの市民参加の第一段階は、市民自らがまちづくりに関心を持つことから始まります。次いで、

身近なまちづくりの行事・イベントなどに参加することです。さらに、市民がまちづくりの主体になること

が考えられます。 

 

また、全国的に企業などのまちづくりへの参加が増えてきています。市内の企業などについても、市民と

共にまちづくりに参加する姿勢が重要です。 

具体例としては、企業が持っている経営資源（人材や機材、資金、技術など）をまちづくりに提供するこ

となどが考えられます。先の東日本大震災を契機として、緊急対応時に企業が協力する体制や取り組み例も

増えているため、さらに推進することが望まれます。 

 

②行政の役割 

まちづくりへの市民・企業・団体の参加を促進する第一段階として、まちづくりに係わる情報の提供が非

常に重要です。 

まちづくりに関する各種事業を展開する際、説明会などを通じて情報提供を図るとともに、「坂東市パブ

リック･コメント（市民意見公募）手続実施要綱」に基づいて積極的に情報を公開する機会を設け、市民意

見の収集を行うこととします。 

また、行政がまちづくりの素案を作成してから市民意見を得る方法もありますが、市民に身近なまちづく

りに関しては、ワークショップなどの手法を用いて市民と共に素案検討を行うことで、市民自らが考えるま

ちづくりへ移行することが重要です。 

さらに、行政は、まちづくりに係わる団体・組織の育成・支援を図るとともに、これらの団体・組織の情

報を市民に周知することが重要となります。 

 

まちづくりの担い手の育成戦略 

【今 後】 

【過 去】 
行政中心の事業立案・事業遂行 

情報を公開する 関心を高める 

参加を増やす 機会を増やす 

主体になる ゆだねる 

協働によるタウンマネジメントへ 

市民などの役割 行政の役割 
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（３）他分野との連携 

本計画は、本市においてまちづくりを推進する際の指針として活用するものです。この際、まちづくりに

直結する都市計画分野のみならず、関連分野との連携や一体的な事業実施が重要となります。 

そこで、環境、農業、企業誘致、福祉などの他分野との連携により、横断的かつ総合的に事業間の相互連

携を図り、本市が推進する多様な施策に一体的に取り組めるよう努めます。 

また、本市のまちづくりの推進に関して、本市以外の行政機関などとの連携も重要であるため、他分野と

同様に行政間での相互連携を図ります。 

 

 

他分野連携による事業実施 

 

事業間での相互連携による一体的な目標達成 

都市計画分野 

における事業展開 

その他の分野 

における事業展開 

行政間での相互連携による一体的な目標達成 

国関係機関 

との連携 

県関係機関 

との連携 

周辺都市 

との連携 
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６－３ 都市計画マスタープランの計画体系 

本市の都市計画マスタープランの全体的な計画体系をまとめると次のとおりです。 

 

坂東市都市計画マスタープランの計画体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【まちづくりの将来像】 

【まちづくりの理念】 

理念１ 

 首都圏中央連絡自動車道を

坂東市の好循環に活かすまち

づくり 

理念２ 

 坂東市にある自然や歴史な

どの資源を大切にし、都市の個

性として活かすまちづくり 

理念３ 

 市民の期待に応え、満足度を

高めるまちづくり 

みんなが元気で笑顔になれる都市
ま ち

：坂東 

視点１ 

多様な交通環境に恵まれフッ

トワークの良い元気な坂東 

視点２ 

自然と歴史の中で育まれた田

園都市を次世代に引き継ぐ坂

東 

視点３ 

住み続けてみんなが安心でき

る災害に強く生活満足度の高

い坂東 

【分野別方針】 

土地利用 道路・交通 公園緑地 河川・排水 その他の都市計画施設 面的整備・地区計画 

福祉のまちづくり 都市防災 景観形成 環境対策 

【地域別将来像】 

北部地域 

自然と都市機能が調

和する地域づくり 

東部地域 

交通利便性と自然環

境を活かした地域振

興を図る地域づくり 

南部地域 

豊かな自然と、居住環

境が調和する田園地

域づくり 

西部地域 

坂東市全体の活力を

けん引する中心拠点

地域づくり 

【まちづくりの事業・制度・施策】 

パッケージ１ 

パワーアップ坂東 

（幹線道路や拠点の整備など） 

パッケージ２ 

魅力アップ坂東 

（市街地や自然・歴史・農業の

保全や活用） 

パッケージ３ 

満足度アップ坂東 

（生活環境の整備や安全・安心

の向上） 

【まちづくりの推進】 

計画や事業の管理 まちづくりの担い手の育成 他分野との連携 
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参考資料 

 

１．用語集 

本計画で使用している用語について解説します。 

 

【か行】 

街区公園 
主に道路で囲まれた複数の宅地に居住する者が利用することを目的とする公園で、誘致距離２

５０ｍの範囲内で１箇所当たりの面積が０．２５ｈａを標準とする 

開発付加人口 
各種の産業に関連する開発や整備を新たに行うことで、その産業に従事する人やその家族が転

入して増加する人口 

河川保全区域 
堤防や護岸、水門等の河川管理施設に支障がないよう、河川区域外の土地であっても一定の行

為を制限する必要がある区域 

吸収率 本市の商店で買い物をする人の数を、本市の人口と比較した場合の数値 

協働(きょうどう) 
地域が抱えるさまざまな課題に対して、市民と地方公共団体が協議し、役割を分担しながら解

決すること 

近郊緑地保全区域 

首都圏の近郊整備地帯において、首都圏近郊緑地保全法により無秩序な市街化の防止や、住民

の健全な心身の保持・増進、公害や災害の防止、文化財や緑地、観光資源の保全などを目的と

して指定された区域 

区域区分 
計画的な市街化を図るため、都道府県は都市計画区域で市街化区域と市街化調整区域を区分

（線引き）できる。この市街化区域と市街化調整区域の区分を区域区分と言う 

区域指定 坂東市条例により、基準を満たせば、誰でも住宅や小規模な店舗等が建築できる区域 

公共下水道 主として市街地における汚水を排除・処理するために市町村が管理する下水道 

好循環サイクル ある取り組みをきっかけとして、全体が良い流れになっていく連鎖的な展開のこと 

コミュニティバス 
地域住民の交通利便性向上などの目的を持って、地方公共団体が運行などに関わっているバス

のこと 

コンパクトシティ 

都市の拡散化や分散化による拡大を抑制すると同時に、中心市街地に公共交通などで円滑に結

ばれ、公共公益施設などの都市機能が集約的に配置された密度の高いコンパクトな市街地を形

成する考え方 

【さ行】 

産業空洞化 産業の移転や廃業などによって地域の産業が衰退していく現象 

産業構造 
第１次産業（農業、林業、漁業、鉱業など）、第２次産業（製造業、建設業、電気・ガス業な

ど）、第３次産業（小売業やサービス業など）の産業間の仕組みとその関係 

市街化区域 優先的かつ計画的に市街化を進める区域 

市街化調整区域 
市街化区域とは反対に、市街化を抑制する区域であり、この区域は、開発行為は原則として抑

制され、都市施設の整備も原則として行われない 

市街地開発事業 
都市計画法で定められた市街地の開発や整備を行う事業手法であり、土地区画整理事業、工業

団地造成事業、再開発事業などが該当する 

自給的農家 
農業の経営状況に関する分類のひとつであり、経営耕地の面積が３０アール未満かつ農産物販

売金額が５０万円未満の農家 

自然環境保全地域 
自然環境保全法及び都道府県条例に基づき、自然環境の保全や生物の多様性の確保のために指

定された地域 

自然すう勢人口 このままの状態で推移した場合の将来人口（関連：開発付加人口） 

自然的土地利用 
土地の使われ方の分類の中で、農地、山林、水面などに利用されている土地（関連：都市的土

地利用） 

自然動態 人口の増減の要因として、出生や死亡による人口の動きのこと（関連：社会動態） 

社会動態 人口の増減の要因として、転入や転出による人口の動きのこと（関連：自然動態） 

首都圏近郊整備地帯 
首都圏の建設とその秩序ある発展を図るため必要な首都圏の整備に関する計画を国土交通大

臣が定める「首都圏整備計画」において、東京を中心とした近郊の地域を指す 

首都圏中央連絡自動車

道 

神奈川県横浜市から東京都、埼玉県、茨城県を経由して千葉県木更津市に至る、都心からおお

むね半径４０～６０ｋｍの位置を環状に結ぶ高規格幹線道路（圏央道） 
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準防火地域 
火災の危険を防除するために都市計画法で定めた地域であり、建築基準法などで具体的な規

制が定められている 

将来ビジョン まちづくりにおいては、都市や地域が目指す将来の姿のことであり、将来像ともいう 

親水機能 河川や湖沼などの地形を利用して水と親しめる機能 

生産緑地地区 市街化区域において災害防止や農林漁業との調和を図るとして指定された農地 

総合公園 
市民が運動、休息、鑑賞、散歩、遊戯など総合的に利用する公園で都市規模に応じて１箇所の

面積が１０～５０ｈａの規模を標準とする 

【た行】 

第一種兼業農家 農業の経営状況に関する分類のひとつであり、農業所得が主な農家のこと 

第二種兼業農家 農業の経営状況に関する分類のひとつであり、農業以外の所得が主な農家のこと 

タウンマネジメント 

商業地をはじめとする中心市街地の活性化などを行うため、様々な主体が参加するまちの運営

を横断的・総合的に調整し、プロデュースしていくことであり、その中核をなすのがＴＭＯ（タ

ウンマネジメントオーガナイゼーション）やまちづくり会社などである 

地域地区 都市計画において土地利用や建築物の種類などを定める用途地域などの取り決めの総称 

地域間競争 

地域同士のつながりや結びつきが強まり、市民や企業の活動範囲が広域化することで、買い物

や商取引、あるいは企業立地などの面で選択の幅が広がり、結果として地域同士がこれら需要

の競合関係になることであり、都市間競争ということもある 

地区計画制度 

市街化区域において、まとまりのある地区を対象に住民の意向を反映しながら地区の特性に応

じたきめ細かいまちづくりの計画を定め、建物を規制・誘導し、住みよい特色のあるまちづく

りを総合的に進めるための制度 

市街化調整区域では、県の指針に基づいて知事の同意を得た地区計画を定めることにより、市

街化調整区域であっても地区計画制度の種類に応じて、計画的な開発を誘導すること、大規模

集客施設を立地させること、既存集落の維持・活性化を図ること、既存の工業等の維持・活性

化を図ることが可能となる制度 

鳥獣保護区特別地区 
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（鳥獣保護法）に基づき、鳥獣の保護繁殖を図るた

めに指定される区域であり、その中で特に重要な地区を特別地区に指定する 

デマンド交通 利用者の要求（デマンド）に対応して運行する形態のバスなどの交通機関 

特定用途制限地域 用途地域の指定がない都市計画区域などにおいて建築物の種類などを定めるしくみ 

都市機能 
一例として行政、商業、流通、業務、交通（港湾や空港など）、工業、研究、学術、教育、医

療、文化などの都市が持っている役割や性質 

都市基盤施設 

住民の福祉や経済発展に必要な公共施設であり、一例としては、道路、公園、下水道、河川な

どの都市を形成している最も基本的な施設や設備であり、類義語には、より幅の広いインフラ

（インフラストラクチャ）や社会基盤もある 

都市計画基礎調査 
都市計画法に基づいて５年ごとに実施する調査であり、人口、産業別就業人口、市街地面積、

土地利用、交通量、地価などが調査対象となっている 

都市計画区域 
都市計画法に基づき、一体の都市として総合的に整備・開発・保全することを目的として指定

する区域 

都市計画区域マスター

プラン 

正式名称は「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」であり、本市の場合、坂東市、境町、

五霞町を合わせた岩井・境都市計画区域として定められている 

都市計画審議会 
坂東市に設置されている審議会の一つで、都市計画法に基づいて都市計画に関する事項の調

査・審議を行う組織 

都市計画道路 
主に都市間や市街間、市街地内などを連絡するなど、都市における骨格的な道路であり、都市

計画法に基づいて都市計画決定する 

都市計画法 
都市の健全な発展と秩序ある整備を図ることを目的として、土地利用や都市施設の整備など都

市計画の内容、その決定手続及び都市計画制限などについて必要な事項を定めた法律 

都市的土地利用 
土地の使われ方の分類の中で、宅地、道路、公園などに利用されている土地（関連：自然的土

地利用） 

土砂災害特別警戒区域 

土砂災害警戒区域 

がけ崩れや土石流、地すべりなどの土砂災害の発生するおそれがあることから、警戒避難態勢

の整備や開発行為の制限など土砂災害の防止のための対策の推進を図る区域 

都市公園 都市公園法に基づき、地方公共団体や国が設置する公園や緑地 
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【な行】 

ネットワーク 
一般に「綱」の意味で、まちづくりにおいては道路などの線的なつながり、あるいは主要な施

設や拠点などを相互に結びつけること 

農業集落排水事業 
農業振興地域における農業用排水の水質保全や機能維持を図ることを目的として農業振興地

域内の主に集落を対象とする汚水処理事業 

農業振興地域及び農用

地 

総合的に農業の振興を図り農業的整備施策を計画的に推進するために指定する区域であり、農

業振興地域整備計画に基づいて農用地として利用すべき土地を農用地区域として指定し、開発

行為などの土地利用を規制する 

農地転用 農地を農地以外の目的に転用すること 

【は行】 

パッケージ 
包装や容器のことであるが、都市計画ではさまざまな事業や施策をひとまとめにした括りの総

称として用いる 

パブリックコメント 

市民意見を行政施策に反映するための仕組みであり、本市では市の重要な事案などを策定する

過程で内容などを公表し、広く市民から意見を求め、提出された意見を考慮して意思決定を行

うとともに、意見に対する市の考え方を公表する手続き 

坂東市菅生沼の自然景

観保全条例 

菅生沼の貴重な自然環境や景観を保護するとともに、遊水地としての役割や歴史を再認識し、

この素晴らしい自然環境を将来の世代に引き継いでいくことを目的に定めるもの 

ＰＤＣＡサイクル 
Ｐ(ＰＬＡＮ：計画)、Ｄ(ＤＯ：実行)、Ｃ(ＣＨＥＣＫ：確認)、Ａ(ＡＣＴＩＯＮ：見直し)の

流れにしたがって継続的に改善する仕組みによって事業や施策を効果的に実施していくこと 

プロジェクト 本計画では都市計画やまちづくりに関わる事業や施策を指す 

【ま行】 

未利用地 
一般的には使われていない土地のことだが、都市計画では、市街地などにおいて宅地や道路、

公園などの都市的な利用がされていない農地や山林、目的が明確でない空き地などを指す 

民間施設緑地 
公共団体が設置している通常の公園や緑地と異なり、民間が所有している公園・緑地的な場所

を公開・開放しているもの（企業グラウンドなど） 

【や行】 

ユニバーサルデザイン 
老若男女、障害・能力、文化・言語・国籍などの違いに関わらず、誰もが利用しやすい施設・

製品・情報の作り方やデザインの工夫 

用途地域 

都市計画区域内において、それぞれ異なる一定の利用目的ごとにいくつかの地域地区を区分

し、必要な建築規制を行うことで土地利用を統一・調和し、都市全体や市街地の適正な土地利

用を図る仕組み 

余暇圏吸収率 
本市の余暇施設やレクリエーション施設を利用する人の数を、本市の人口と比較した場合の数

値 

【ら行】 

流通資源 人や物、資金や情報など、地域を通過する有益な資源 

緑地環境保全地域 

樹林地、池沼等が市街地・集落と一体になって良好な自然環境を形成している土地や、歴史的、

文化的、社会的資産と一体となって良好な自然環境を形成している土地の中から、自然環境を

保全することが特に必要なところについて茨城県が指定したもの 

【わ行】 

ワークショップ 
一般に「工房」や「作業場」の意味で、まちづくりにおいては説明会などの一方通行ではなく、

参加型や体験型でまちづくりを市民と共に検討する方法 
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２．策定組織の設置要綱・設置規程 

 

坂東市都市計画マスタープラン策定委員会設置要綱 

 

（設置） 

第１条 この告示は、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第１８条の２第１項に規定する都市計

画に関する基本的な方針（以下「都市計画マスタープラン」という。）を策定するため、坂東市都市計

画マスタープラン策定委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 委員会は、都市計画マスタープランの策定及びその他必要な事項について、市長より諮問を受

け答申する。 

（組織） 

第３条 委員は次に掲げる者の中から市長が委嘱し、任命する。 

 （１）市議会議員 

（２）識見を有する者 

（３）各種団体の代表 

（４）地元代表者 

（５）関係行政機関の代表 

（６）市職員 

（７）その他市長が必要と認める者 

（任期） 

第４条 委員の任期は、都市計画マスタープランの策定が完了するまでとする。 

２ 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 （委員長及び副委員長） 

第５条 委員会には、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。 

２ 委員長は、委員会の会務を総理し会議の議長となる。 

３ 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を行う。 

 （会議） 

第６条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。 

２ 委員長が必要と認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くこと

ができる。 

（幹事会） 

第７条 委員会は坂東市都市計画マスタープランの策定に必要な調査機関として、坂東市都市計画マス

タープラン幹事会を置く。 

２ 幹事会は、別表第１に掲げる職にある者をもって組織する。 

（ワーキング部会） 

第８条 幹事会に、資料の収集その他必要な作業を行うため、ワーキング部会を置く。 

２ ワーキング部会は、別表第２に掲げる関係各課の職員をもって組織する。 

（庶務） 

第９条 委員会の庶務は、都市建設部都市整備課において処理する。 

（その他） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。 

附 則 

この告示は、平成２５年７月１１日から施行する。 
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別表第１（第７条関係） 

秘書広聴課長 都市建設部長 

総務部長 上下水道部長 

企画部長 会計管理者 

市民生活部長 議会事務局長 

保健福祉部長 教育次長 

産業経済部長  

別表第２（第８条関係） 

総務課 農政課 

交通防災課 農村整備課 

企画課 商工観光課 

財政課 道路課 

管財課 都市整備課 

特定事業推進課 下水道課 

生活環境課 水道課 

社会福祉課 学校教育課 

子育て支援課 生涯学習課 

介護福祉課 農業委員会事務局 
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坂東市都市計画マスタープラン幹事会設置規程 

 

（設置） 

第１条 坂東市都市計画マスタープラン策定委員会設置要綱（以下「要綱」という。）第７条の規定に

基づき、坂東市都市計画マスタープラン幹事会（以下「幹事会」という。）を設置する。 

 （協議事項） 

第２条 幹事会は次に掲げる事項について協議する。 

 （１）坂東市都市計画マスタープラン策定委員会（以下「委員会」という。）で審議する事項の専門

的な研究及び検討 

 （２）その他、坂東市都市計画マスタープラン（以下「マスタープラン」という。）の策定に関し、

委員会委員長が指示する事項 

 （構成） 

第３条 幹事会の委員（以下「幹事」という。）は、要綱別表第１に掲げる関係各部課長をもって構成

する。 

２ 幹事会の代表（以下「代表」という。）は、都市建設部長をもって充てる。 

３ 代表は会務を総理し、必要に応じて会議を招集し会議の議長となる。 

４ 代表は、マスタープランの専門的分野について、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め

ることができる。 

 （任期） 

第４条 幹事の任期はマスタープランの策定が完了するまでとする。 

 （庶務） 

第５条 幹事会の庶務は、都市建設部都市整備課において処理する。 

 （その他） 

第６条 この規程に定めるもののほか、幹事会の運営について必要な事項は代表が定める。 

   附 則 

 この規程は平成２５年７月１１日から施行する。 
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３．策定組織名簿 

 

 

 就　任 満　了

1 市議会議長 市議会議員 風見　好文 H25.8.1 H27.1.4

〃 林　　順藏 H27.1.5 H27.3.31

2 市議会副議長 〃 滝本　和男 H25.8.1 H27.3.31

〃 眞喜志　修 H25.8.1 H27.3.31 副議長へ

3 市議会産業建設委員長 〃 眞喜志　修 H25.8.1 H27.1.4

〃 染谷　栄 H27.1.5 H27.3.31

4 区長会連合会長 地元代表 田中　芳文 H25.8.1 H26.6.20

〃 中村　一雄 H25.8.1 H27.3.31 副から会長へ

5 区長会連合会副会長 〃 中村　一雄 H25.8.1 H27.3.31

〃 張替　安弥 H26.7.11 H27.3.31

6 商工会長 各種団体 中村　静雄 H25.8.1 H27.3.31

7 商工会青年部長 〃 栗原　義一 H25.8.1 H27.3.31

8 商工会女性部長 〃 森　　満子 H25.8.1 H27.3.31

9 坂東市岩井モール商店街連合会長 〃 関根　儀一 H25.8.1 H27.3.31

10 坂東市観光協会副会長 〃 中山　　茂 H25.8.1 H27.3.31

11 岩井農業協同組合代表理事組合長 〃 古矢　榮一 H25.8.1 H25.9.30

〃 〃 風見　晴夫 H25.10.1 H27.3.31

12 坂東市女性フォーラム会員 〃 倉持　恵子 H25.8.1 H27.3.31

13 坂東市協働のまちづくり市民会議委員 〃 倉持　悦子 H25.8.1 H27.3.31

14 茨城むつみ農業協同組合猿島地区常任理事 〃 青木　　亨 H25.8.1 H27.3.31

15 坂東市防災支援連絡会議会長 〃 木村　春男 H25.8.1 H27.3.31

16 坂東市交通安全母の会会長 〃 逆井　美穂 H25.8.1 H27.5.14

〃 倉持　利佐 H26.5.15 H27.3.31

17 坂東市ＰＴＡ連絡協議会女性ネットワーク委員長 〃 後藤　裕美 H25.8.1 H26.3.31

〃 〃 金久保佳恵 H26.4.1 H27.3.31

18 茨城県境工事事務所長 関係行政機関 大江　幹夫 H25.8.1 H27.3.31

〃 〃 小林　一洋 H26.4.1 H27.3.31

19 茨城県 県西農林事務所 境土地改良事務所長 〃 石井　昌広 H25.8.1 H27.3.31

〃 〃 飯塚　弘幸 H26.4.1 H27.3.31

20 坂東消防署長 〃 染谷　邦男 H25.8.1 H27.3.31

21 茨城県境警察署長 〃 青木　和彦 H25.8.1 H27.3.31

22 坂東市都市計画審議会長 識見者 中村　静雄 H25.8.1 H27.3.31

23 茨城県建築士会　坂東支部長 〃 増田　和夫 H25.8.1 H27.5.14

森　　均 H26.5.15 H27.3.31

24 副市長 市職員 山下　政浩 H25.8.1 H27.3.31

25 教育長 〃 中村　　修 H25.8.1 H27.3.31

26 総務部長 〃 染谷　隆一 H25.8.1 H27.3.31

27 企画部長 〃 塚原　一雄 H25.8.1 H27.3.31

28 産業経済部長 〃 根本　克巳 H25.8.1 H27.3.31

〃 〃 中山　勝己 H26.4.1 H27.3.31

29 都市建設部長 〃 板垣　　誠 H25.8.1 H27.3.31

〃 〃 染谷　恒雄 H26.4.1 H27.3.31

30 上下水道部長 〃 針替　茂夫 H25.8.1 H27.3.31

31 教育次長 〃 古矢　登士夫 H25.8.1 H27.3.31

任　　期
備　　考

坂東市都市計画マスタープラン策定委員会　委員一覧

職　　　　　名 組　　　織 氏　　名
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職　　　　　名 氏　　名 備　　考

秘書広聴課長 松永　裕之

総務部長 染谷　隆一

企画部長 塚原　一雄

市民生活部長 江澤　弘

保健福祉部長 張替　輝夫

産業経済部長 根本　克巳

都市建設部長 板垣　誠

上下水道部長 針替　茂夫

会計管理者 瀬楽　健

議会事務局長 木村　稔

教育次長 古矢　登士夫

※平成２５年７月１１日～平成２６年３月３１日

職　　　　　名 氏　　名 備　　考

秘書広聴課長 大島　一正

総務部長 染谷　隆一

企画部長 塚原　一雄

市民生活部長 前澤　達也

保健福祉部長 張替　輝夫

産業経済部長 中山　勝己

都市建設部長 染谷　恒雄

上下水道部長 針替　茂夫

会計管理者 大久保　正己

議会事務局長 海老原　信之

教育次長 古矢　登士夫

※平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日

坂東市都市計画マスタープラン幹事会委員名簿　（平成２５年度）

坂東市都市計画マスタープラン幹事会委員名簿　（平成２６年度）


